
これまでの取組状況 当面（今年度中）の取組 予算措置状況
期待される効果・
達成すべき目標

（4）大震災の教訓を踏まえた国づくり

内閣官房

　内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付におい
ては、国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす様々な
緊急事態に迅速かつ的確に対処することができる体制を
構築するため、また、政府全体として総合力を発揮するこ
とができるよう、これまでも、3.11東日本大震災の影響等
を踏まえた内部検証を実施するとともに、同検証に基づ
き、事案対処マニュアルの改訂、緊急参集チーム協議運
営に係る内部体制見直し、情報集約・共有体制及びシス
テムの改善等、様々な緊急事態に対処するための体制を
整備するとともに、その充実に努めてきているところであ
る。

- 予算措置状況なし -

内閣官房

　情報セキュリティ2011、2012に基づき、東日本大震災を
踏まえた情報セキュリティ政策を推進した。また、情報セ
キュリティの視点から、東日本大震災における政府機関
及び重要インフラの情報システムに対する被害状況調査
及び分析、耐災害性を強化した情報システムの在り方等
に関する調査を実施した。さらに、「中央省庁における情
報システム運用継続計画ガイドライン」の改定を実施した
ほか、政府機関における情報システムの運用継続に向け
た対処要件、重要インフラ分野における大規模IT障害時
の効果的復旧及び耐災害性向上等のための研究開発に
係る調査を実施した。

- 予算措置状況なし -

（Xvi関連）
東日本大震災を踏ま
えた情報セキュリティ
政策の推進

各府省の復興施策の取組状況の取りまとめ-公共インフラ以外の復興施策-

復興施策 担当
省庁

 ⑤今後の災害への備え

（iii関連）
政府の危機管理体
制の強化等を検討す
る



○　南海トラフ地震対策については、平成25年５月に被害
想定等の最終報告を公表し、平成26年３月には法律に基
づく地域指定、基本計画の作成を行った。平成27年３月
には具体的な応急対策活動に関する計画を策定するとと
もに、長周期地震動に関して検討を行った。令和元年５月
には、基本計画を変更し、南海トラフ沿いでの異常な現象
を観測した場合に、国及び地方公共団体等がとるべき防
災対応等を盛り込んだ。同年7月には、地方公共団体や
企業の計画策定を支援するため、推進計画作成例及び
対策計画の手引きを公表した。
○　首都直下地震対策については、平成25年12月に被
害想定等の最終報告を公表し、平成26年３月には、法律
に基づく地区の指定、基本計画、政府業務継続計画の作
成を行った。平成27年３月には基本計画の変更を行い、
平成28年３月には基本計画に基づき、具体的な応急対策
活動に関する計画を策定した。
〇　政府の業務継続体制については、各府省庁が業務
継続計画の実効性について適宜評価を行い、必要な見
直し等を行った。また、内閣府は、各府省の業務継続計
画等の実効性について、有識者等による評価を行い、そ
の結果を踏まえ、各府省庁と必要な調整を行った。

○　南海トラフ地震対策につい
ては、令和元年度の基本計画
変更等を踏まえ、引き続き、防
災関係機関等の計画策定・変
更を支援するとともに、計画の
実効性の向上を図る。また、具
体的な応急対策活動につい
て、南海トラフ臨時情報（巨大
地震警戒）が発表される可能性
がある先発地震発生時の対応
について定める等、必要な見直
しを行う。
○　首都直下地震対策につい
ては、引き続き長周期地震動に
ついて検討を行う。また、具体
的な応急対策活動に関する計
画について、各種訓練を実施
するなど、実効性の向上を図る
とともに、必要な見直しを行う。
○　政府の業務継続体制につ
いては、引き続き業務継続計画
の実効性について評価を行
い、必要な見直し等を行う。

・防災計画等の推
進経費　10百万円
【一般会計】
・南海トラフの巨大
地震及び首都直下
地震に関する応急
対策活動の具体計
画策定等調査検討
経費　83百万円の
内数【一般会計】
・地震対策の推進
に要する経費　230
百万円の内数【一
般会計】
・社会全体としての
事業継続体制の構
築推進経費　33百
万円の内数【一般
会計】

○　南海トラフ地震、首都直下
地震発生時における被害の軽
減に資する。

（ⅰ及びⅲ関連）
南海トラフ地震及び
首都直下地震への
備え

内閣府



内閣府

○　津波避難困難地域における津波からの避難対策の
推進に資するため、平成17年に津波避難ビル等に係るガ
イドラインをまとめ、津波避難ビル等の普及を進めてき
た。
○　また、国土交通省と共同で、津波防災地域づくりに関
する法律の管理協定が締結された津波避難施設に係る
税制特例措置を設けた。
○　平成24年７月18日に津波避難対策検討ワーキンググ
ループ報告を取りまとめ、津波避難対策の基本的考え方
や今後の具体的な方向性について示した。
○　平成27年度より、「津波避難ビル等に係るガイドライ
ン」の見直し等に向けた検討を行い、平成29年7月5日に
津波からの避難のための施設に係る各種規定等と津波
避難ビル等との関係について整理した技術的助言を公表
するとともに、津波避難ビル等に係る事例を取りまとめ、
津波避難に関して参考となる事例集を公表した。

○　引き続き、津波防災対策を
推進するための取組を行う。

ー
○　津波に強い国づくりを進
め、津波被害の軽減を図る。

内閣府

○ 　首都直下地震などの大規模災害に備え、陸上の医
療機関を補完し、災害時の医療機能の拡充と多様化を図
るため、海からのアプローチによる医療機能の提供につ
いて、その可能性と課題を明らかにするため、既存船舶
を活用した実証実験を行った。平成25年度は海上自衛隊
輸送艦を、平成26年度は民間船舶（カーフェリー）を、平
成27年度は、これまでの実証実験をふまえ、羽田空港・
SCUと自衛艦との一体運用や民間船舶を活用した、慢性
疾患の患者への治療などの訓練を行った。

○平成27年度までで事業終
了。

－ －

（ⅱハ関連）
津波避難ビル等の
指定促進
（(１)②(ⅱハ)にも関
連）

（ⅳ関連）
海からのアプローチ
による医療機能の提
供の検討



内閣府

○　毎年11月５日の『津波防災の日』にあわせて、普及啓
発活動の充実に取り組んできたところである。平成27年
12月の国連総会において、同日が『世界津波の日』として
制定されたことを受けて改正された「津波対策の推進に
関する法律」も踏まえ、一層その取組を推進することとし
ている。
○　令和元年度は、11月５日『津波防災の日』に「「津波防
災の日」スペシャルイベント　「津波×地域防災×企業」の
イベントを開催し、津波防災の意識向上を図った。
　同イベントにおいて広報用ポスター、ピンバッチ等の普
及啓発ツールを制作した。また、津波に関する啓発動画
をポータルサイト「ＴＥＡＭ防災ジャパン」に掲載しており、
普及を図っている。

○　11月５日の『津波防災の
日』、『世界津波の日』に向け、
津波防災の重要性を継続的に
伝え、国民の実践的な防災行
動につながる普及啓発活動に
注力する。
○　引き続き、ツール等の制
作、活用により普及を図る。

・防災に関する普
及・啓発に必要な
経費　131百万円の
内数【一般会計】

○　東日本大震災から得られた
教訓から学び、これを継承する
ことにより、国民の防災意識が
より一層向上し、災害被害を減
らすための取組が自発的に行
われることが期待される。

内閣府

○　災害発生時に政府等が被災状況を早期に把握し、迅
速・的確な意志決定を支援することを目的とし、防災関係
機関間で防災情報を地理空間情報として共有する「総合
防災情報システム」を運用している。
○　平成２８年度から新システムの設計に着手し令和元
年度から新システムの運用を開始している。

○　総合防災情報システムの
保守等による安定的な運用及
び防災関係機関との連携強化
を図る。

・総合防災情報シス
テムの整備経費
（314百万円）の内
数
【一般会計】

○　被災状況を早期に把握し、
迅速・適切な意志決定を支援す
るなど、発災時における応急対
策活動を円滑に実施。

（ⅸ関連）
津波に関する啓発用
教材

（ⅹⅳ関連）
総合防災情報システ
ムの運用



内閣府

○　災害発生後の迅速な被害把握や防災関係機関の情
報を一元的に集約し横断的な情報共有を図るため、平成
22年度から総合防災情報システムを整備してきたところ。
当該システムの情報は、地上系の中央防災無線網を介し
て防災関係機関が共有できるところであるが、この度の
東日本大震災の教訓から、衛星系の中央防災無線網で
も当該システムの情報を共有できるよう、既存の衛星通
信ネットワークの機能拡充を図ることとしたもの。
○　平成28年度は、新規指定防災関係機関２機関の衛
星通信装置の整備を実施。
○　平成29年度は、新規指定防災関係機関１機関の衛
星通信装置の整備を実施。
○　平成30年度は、新規指定防災関係機関６機関の衛
星通信装置の詳細設計を実施。
○　令和元年度は、新規指定防災関係機関８機関につい
て衛星通信装置の整備に向けた協議調整を実施

○ 指定防災関係機関への衛
星通信装置の整備に関する協
議と協議進捗に応じた詳細設
計及び装置の整備を実施予
定。（協議調整９機関、詳細設
計１機関、装置整備１機関）

─

○　総合防災情報システムの
防災関係機関との情報共有が
可能となるとともに、地上系通
信回線不通時の通信の確保を
図る。

内閣府

○　災害の被害認定基準等の適正な運用のための検討
を行い、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」及
び「災害に係る住家被害認定業務　実施体制の手引き」
の改定を行った。
○大規模災害時における被災者の住まいの確保策に関
する検討を行った。
○　被災者生活再建支援法の運用に関しての調査を行っ
た。
〇　マイナンバー利用事務を含む被災者台帳の作成等に
資するよう、様々な機会を捉え、『被災者台帳の作成等に
関する実務指針』を周知し、地方公共団体に対して助言
等を行った。
○　災害発生時の被災者支援にマイナポータルを活用で
きるよう、必要な準備事項等をまとめた「被災者支援制度
におけるマイナポータルの活用に関するガイドライン」を
作成した。

○　近年の災害における経験
を踏まえた被害認定調査の円
滑化の検討を行う。
○　大規模災害発生時におけ
る賃貸型応急住宅の円滑かつ
迅速な供給方策の調査等を行
う。
○　被災者生活再建支援制度
の適正な運用を図るため、引き
続き支援法の適用状況や支援
金支給世帯の生活再建実態の
調査等を行う。
〇　災害発生時の市町村にお
いて、被災者台帳を速やかに
作成し、活用できるよう、引き続
き助言等に取り組む。
〇　ICTの活用による被災者支
援について検討等を行う。

・災害の被害認定
基準等の適正な運
用の確保経費　14
百万円【一般会計】
・被災者の住まいの
在り方に関する検
討経費　23百万円
【一般会計】
・被災者生活再建
支援法関連調査経
費
10百万円【一般会
計】
・ITを活用した被災
者台帳の作成等に
係る検討経費
20百万円【一般会
計】

○　各種災害発生時に市町村
が適正かつ迅速に被害認定調
査を実施できるようにすること
で、被災者支援策の円滑な実
施が期待される。
○　大規模災害発生時におけ
る迅速な被災者の住まいの確
保が期待される。
〇　災害発生時において、被災
者台帳を作成することにより、
被災者の援護の総合的かつ効
率的な実施に資することが期待
される。
〇　ICTの活用により、迅速か
つ円滑な被災者支援を実施す
ることが可能となる。

（ⅹⅳ関連）
首都直下地震用衛
星通信装置の更新

(ⅹⅷ関連)
被災者の総合的な
生活再建支援



内閣府

○災害対策基本法の改正に伴い、平成25年８月に市町
村向けの取組指針を策定した後、都道府県・市町村の防
災担当者等を対象としたブロック会議の開催や、各市町
村の避難所運営についての実態調査を行った。さらに平
成27年度は、避難所の確保と質の向上に関する検討会
を開催し、取組指針を受けたものとして、平成28年４月に
市町村が取り組むべき事項についてより具体的に示した
３つのガイドラインを作成した。平成29年度及び平成30年
度は、避難所運営ガイドライン等を補完する報告書を作
成して公表した。
○令和元年度においては、イタリアの避難所の生活環境
の整備について、過去の災害を事例とし、平時及び発災
後の支援施策や取組状況とその政策効果等を明らかに
した。

○避難所の生活環境の改善事
例について市町村に調査を行
い、優良事例を選定し、事例集
として公表する。また、市町村
へのアンケート調査により、指
定避難所となる施設の防災機
能の現状を把握するとともに、
避難所となる施設において施
設・設備・備蓄面であらかじめ
備えておくべきものについての
検討調査を行う。

○避難所における
良好な生活環境の
確保に向けた取組
についての検討
・令和元年度補正
予算　18百万円【一
般会計】
・令和２年度予算
10百万円【一般会
計】

○地方公共団体には、取組指
針等を踏まえ、災害発生後に避
難所の良好な生活環境が確保
されるようにするため、平時か
らの取組を促進するよう促して
いる。

（ⅹⅸ関連）
被災者支援に関する
総合的対策の推進



（ⅴ、ⅵ、ⅶ関連）
避難誘導、救出救助
等の災害対処能力
の向上

警察庁

（警察施設の耐震化）
○　大規模災害時に防災拠点としての機能を果たす重要
な施設として、警察本部及び警察署の耐震化を推進して
いる。令和元年度においては、警察本部１か所、警察署４
か所の耐震化に要する経費を措置しており、当該経費に
係る補助金を交付し、大規模災害時に防災拠点となる警
察施設の耐震化を推進した。
（信号機電源付加装置の整備等）
　【再掲　５(1)②(ⅱ)】
（民間プローブ情報の活用による交通情報提供の高度
化）
○　平成26年度に、民間事業者が保有するプローブ情報
を活用しつつ、災害時に交通情報を提供するためのシス
テムを整備し、以後、同システムの維持管理及び効率的
な運用を推進した。
（避難誘導、救出救助等の災害対処能力の向上等）
○　災害に係る危機管理体制の点検及び構築を持続的
に推進したほか、各種計画の策定・見直し、様々な災害を
想定した訓練の実施、装備資機材の整備等災害対処能
力の向上に取り組んだ。
（警察情報通信の維持・強化）
○　地震等の自然災害を想定した訓練、災害時の通信機
能維持に必要な資機材の整備等、災害時に警察活動に
必要な通信を迅速・的確に確保するための態勢の強化に
取り組んだ。

（警察施設の耐震化）
○　引き続き、大規模災害時に
防災拠点となる警察署の耐震
化を推進する。
（信号機電源付加装置の整備
等）
【再掲　５(1)②(ⅱ)】
（民間プローブ情報の活用によ
る交通情報提供の高度化）
○　民間事業者が保有するプ
ローブ情報を活用しつつ災害
時の交通情報を提供するため
のシステムの維持管理及び効
率的な運用を推進する。
（避難誘導、救出救助等の災害
対処能力の向上等）
○　様々な災害を想定した訓練
や関係機関との合同訓練の実
施、部隊派遣計画等の策定・見
直し、各種装備資機材の整備
等に取り組む。
（警察情報通信の維持・強化）
○　引き続き、警察情報通信の
維持・強化に取り組む。

・　警察施設の耐震
化　45百万円【令和
２年度予算（一般会
計）】
・交通安全施設等
整備事業に要する
経費　21,504百万
円の内数【令和２年
度予算（一般会
計）】
・交通安全施設等
整備事業に要する
経費　　556百万円
【令和２年度予算
（復興特会）】
・ プローブ情報の
活用による災害時
の交通情報サービ
ス環境の整備　28
百万円【令和２年度
予算（一般会計）】
・　大規模災害対策
の推進に必要な経
費　17百万円【令和
２年度予算（一般会
計）】
・　被災した警察署
等の通信施設等の
整備に必要な経費
20百万円【令和２年
度予算（復興特
会）】

（警察施設の耐震化）
○　警察本部及び警察署の耐
震化を図ることにより、大規模
災害時における防災拠点として
の機能を確保し、災害対処能力
を向上させる。
（信号機電源付加装置の整備
等及び民間プローブ情報の活
用による交通情報提供の高度
化）
○　災害時における道路交通
の混乱を最小限に抑えるととも
に、信号の制御や交通情報の
提供により交通の流れを整序
化することにより災害に強い交
通・物流網を構築する。
（避難誘導、救出救助等の災害
対処能力の向上等）
○　津波災害、原子力災害を始
めとする、大規模な災害が発生
した場合における長期間、広範
囲かつ大規模な避難誘導や救
出救助等を迅速に行うための
態勢を整えるなど、災害対処能
力を向上させる。
（警察情報通信の維持・強化）
○　警察情報通信の耐災害性
を強化し、災害発生時において
も、警察活動の基盤である警察
情報通信の機能を維持し、被災
者の避難誘導、救出救助、迅
速かつ的確な捜査活動等の警
察活動を継続する。



警察庁

○　被災県の警察及び被災県以外の都道府県警察から
派遣された部隊による震災対応の活動実態や反省・教訓
事項のほか、実施中又は実施予定の施策に関し、管区
警察局及び都道府県警察に対し行った緊急調査の結果
を反映させた各種施策を推進するとともに、震災後に発
生した地震、噴火、豪雨等大規模災害における反省・教
訓を踏まえた、避難誘導、救出救助等の災害対処能力の
向上等のための各種取組を推進した。

○　今後の震災対応に係る施
策の立案に当たって、従前の
取組内容を再検討しつつ、災害
に係る危機管理体制の点検及
び構築を推進する。

‐

○　東日本大震災に係る調査
結果を各種施策に反映させ、さ
らに震災後に発生した災害対
応の検証や危機管理体制の点
検及び構築を進め、今後発生
が予想される首都直下型地震
及び南海トラフ地震はもとより、
その他のいかなる大規模災害
にも的確に対処できるよう組織
全体の対応力及び現場部隊の
対処能力のさらなる向上を目指
す。

（ATMの防犯対策及び犯罪の
起きにくいまちづくり等）
○　大規模災害の発生時にも
治安上の問題が生じないように
する。
（震災便乗詐欺や復旧・復興関
連公共事業をめぐる不正に係る
情報収集等）
○　震災便乗詐欺や復旧・復興
関連公共事業をめぐる各種不
正に対して的確に対応するた
め、関連情報の収集・分析を推
進し、データベースの更なる拡
充を図るとともに、震災時にこ
の種の事犯に対して的確に対
応する能力を一層強化する。
（検視、身元確認等に係る対処
能力の向上）
○　大規模災害発生時におけ
る検視等を迅速・的確に行うた
めの態勢を整える。
（避難誘導、救出救助等の災害
対処能力の向上等）
  【再掲　５(4)⑤(ⅴ)、(ⅵ)、(ⅶ)】
（警察情報通信の維持・強化）
　【再掲　５(4)⑤(ⅴ)、(ⅵ)、
(ⅶ)】

（ⅹ関連）
津波からの避難誘
導、災害時の治安対
処能力の向上、犯罪
の起きにくい地域づ
くり

警察庁

（ATMの防犯対策）
○　被災地ではATMを対象とした窃盗が多く発生したこと
から、関係省庁と関係金融機関及びＡＴＭ運営会社との
間で、コンビニエンスストア等に設置されたＡＴＭの防犯対
策の強化について協議し、大規模災害発生時における連
絡体制の構築、現金回収が必要な場合の早期の対応及
びＡＴＭの防犯性能の強化について申し合わせた。
令和元年度においても、継続的に関係機関との連携を強
化し、必要な情報交換を行っている。
（犯罪の起きにくいまちづくり等）
　【再掲　（５(1)①(ⅱ)】
（震災便乗詐欺や復旧・復興関連公共事業をめぐる不正
に係る情報収集等）
　【再掲　５(2)①(ⅳ)の一部】
（検視、身元確認等に係る対処能力の向上）
○　広域緊急援助隊（刑事部隊）の編成等の見直しを行う
とともに、医師会・地方自治体等と連携して、合同訓練の
実施、検視や身元確認業務に係る協定の締結等を推進
した。
　令和元年度においても、継続的に医師会・地方自治体
等との合同訓練や協議会等を行っている。
（避難誘導、救出救助等の災害対処能力の向上等）
　【再掲　５(4)⑤(ⅴ)、(ⅵ)、(ⅶ)】
（警察情報通信の維持・強化）
　【再掲　５(4)⑤(ⅴ)、(ⅵ)、(ⅶ)】

(ATMの防犯対策）
○　「ATM防犯対策」に係る申
合せの内容が風化することが
ないよう、引き続き金融機関等
に対する助言・指導を実施する
とともに、関係機関・団体との
連携強化を図る。
（犯罪の起きにくいまちづくり
等）
　【再掲　５(1)①(ⅱ)】
（震災便乗詐欺や復旧・復興関
連公共事業をめぐる不正に係
る情報収集等）
　【再掲　５(2)①(ⅳ)の一部】
（検視、身元確認等に係る対処
能力の向上）
○　引き続き、検視等の効率
的・効果的な実施に向け、医師
会等との合同訓練等を行う。
（避難誘導、救出救助等の災害
対処能力の向上等）
　【再掲　５(4)⑤(ⅴ)、(ⅵ)、
(ⅶ)】
（警察情報通信の維持・強化）
　【再掲　５(4)⑤(ⅴ)、(ⅵ)、
(ⅶ)】

・　大規模災害対策
の推進に必要な経
費　17百万円【令和
２年度予算（一般会
計）】
・　被災した警察署
等の通信施設等の
整備に必要な経費
20百万円【令和２年
度予算（復興特
会）】

（ⅹⅶ関連）
警察の震災対応
に関する調査



○今後発生が懸念される南海ト
ラフ地震や首都直下地震等へ
の対応も念頭に、東日本大震
災に際しての大規模かつ長期
に及ぶ部隊展開の経験等を貴
重な教訓として、緊急消防援助
隊の機能を更に強化する。

○緊急消防援助隊
無償使用車両等の
配備
＜令和元年度補正
予算＞
　　364百万円【一
般会計】
　＜令和２年度当
初予算＞
　1,386百万円【一
般会計】
　
〇緊急消防援助隊
活動費負担金
　＜令和２年度当
初予算＞
　　98百万円【復興
特会】
○緊急消防援助隊
設備整備費補助金
　＜令和２年度当
初予算＞
 　 4,986百万円【一
般会計】
○消防防災施設災
害復旧費補助金
　＜令和２年度当
初予算＞
　　317百万円 【復
興特会】
○消防防災設備災
害復旧費補助金
　＜令和２年度当
初予算＞
 　 90百万円 【復興
特会】

○緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本
的な事項に関する計画を見直し、令和５年度末までの登
録目標を6,600隊規模に大幅増隊を図っている。また新設
されたドラゴンハイパー・コマンドユニットについては12地
域への整備が完了した。
○基本計画に基づく設備の整備についての補助を実施し
た。
○緊急消防援助隊の特殊な車両等については、無償使
用制度により配備を推進した。
○平成23年度救急業務のあり方に関する検討会におい
て、災害時における救急業務のあり方について検討し、
情報通信網が途絶した場合を想定した救急搬送体制の
強化の必要性、メディカルコントロール体制のあり方等に
ついて検討結果を報告した。
○平成28年度救急業務のあり方に関する検討会の内容
を踏まえ、緊急消防援助隊が用いる救急活動プロトコル、
指示要請、通信途絶時における特定行為の実施に関す
る留意事項等について取りまとめ報告した。
〇東日本大震災に緊急消防援助隊として出場したヘリコ
プターのうち、除染の必要のあるエンジンの除染を実施し
た。

○緊急消防援助隊の部隊登録
を推進する。
○無償使用制度による車両・資
機材を配備する。

・津波・大規模風水害対策車
５台
・中型水陸両用車及び搬送車
１台
・大型水陸両用車及び搬送車
１台
・重機及び重機搬送車  ９台
・高機能救命ボート 29台
・拠点機能形成車　１台
・水上オートバイ　６台
・情報収集活動ドローン 15台
〇放射線許容値を超過したヘ
リコプターエンジンの除染を実
施する
・ヘリコプターエンジン９基

（v関連）
緊急消防援助隊の
充実強化

総務省



総務省

○東日本大震災における津波被害の教訓を踏まえ、ライ
フジャケットなどの安全対策装備の整備に必要な経費を
補助し、消防団員の安全対策を推進した。
○　津波災害時の消防団員の安全確保対策について平
成24年３月に通知を発出し、市町村における「津波災害
時の消防団活動・安全管理マニュアル」の作成を促進。
○　津波災害のおそれのある地域を管轄する消防団を有
する市町村において、平成29年度中に消防団活動が可
能な661市町村でのマニュアル策定が完了。
○「大規模災害時等に係る惨事ストレス対策研究会」を開
催し、その結果を踏まえた今後の惨事ストレス対策を周
知するため、実務担当者を対象とした説明会を実施。
○東日本大震災における救急業務の実態を踏まえ、今後
の大規模災害時の救急業務のあり方についての課題や
その対応策、必要な制度の見直しを検討し、報告書をとり
まとめた。
○東日本大震災や最近の石油コンビナートでの重大事故
で見られる災害事象を踏まえ、「石油コンビナートの防災
アセスメント指針」を改定した。
○自衛防災組織等の教育・研修のあり方調査検討会を
開催し、自衛防災組織等の防災要員が活用する「標準的
な教育テキスト」を作成した。

○消防団に対し、救命ボート、
発電機、投光器、排水ポンプ等
の救助用資機材を無償で貸付
け、消防団の教育訓練を図る。
○救助用資機材等に係る国庫
補助金等により、消防団の装
備や訓練の充実強化を図る。

○消防団資機材の
無償貸付
　＜令和２年度当
初予算＞
　　188百万円【一
般会計】
○救助用資機材等
搭載型消防ポンプ
自動車無償貸付
　＜令和２年度当
初予算＞
　  893百万円【一般
会計】
○消防団設備整備
費補助金
　＜令和２年度当
初予算＞
　　744百万円【一
般会計】

○消防団の充実強化を図ること
により、地域の総合的な防災力
の向上を図る。
○消防職団員の惨事ストレスの
緩和やＰＴＳＤ等の発生予防、
軽減等を図る効果が期待され
る。

総務省

○　地震及び風水害対策について、市区町村における実
践的な防災訓練を行うための「図上型防災訓練の実施支
援マニュアル」及び「実践的な防災訓練の普及に向けた
事例調査報告書」を作成・配布し、また、都道府県におけ
る図上訓練実施状況アンケート調査をもとに、効果的に
図上訓練を実施するポイントをまとめ、先進的な取組事
例と併せて紹介。
○　関係省庁も含めた「東日本大震災を踏まえた大規模
災害時における消防団活動のあり方等に関する検討会」
において、消防団による地域住民の防災意識向上のため
の啓発について検討を行い、平成２４年８月に報告書を
取りまとめ、地方公共団体に周知。
○　地域防災計画における地震・津波対策の充実強化に
関する検討会報告書」（平成23年12月）により、地域防災
計画の見直しを支援したほか、「津波避難対策推進マ
ニュアル検討会報告書」（平成25年３月）により、都道府
県における津波避難計画策定指針及び市町村における
津波避難計画の策定を促進。平成30年度については、地
方公共団体における津波避難計画の策定状況等の調査
結果を公表するとともに、都道府県に対し、市町村の津波
避難計画の策定を含めた津波避難対策の推進を要請。

○引き続き、実践的かつ効果
的な防災訓練の普及に努める
ことに加え、小規模市町村の災
害対応能力向上のためモデル
市町村で全庁的な災害対応訓
練を実施、手引きを作成する。
○地区防災計画を策定した地
区等において、消防団と自主防
災組織等とが連携して実施す
る防災訓練などの取組を支援
し、全国に事例を共有する。
○津波避難計画策定状況の
フォローアップを行うなど、地方
公共団体の津波対策の推進を
図る。

○小規模市町村訓
練
　＜令和２年度当
初予算＞
　  10百万円【一般
会計】
○消防団・自主防
災組織等連携促進
支援事業
　＜令和２年度当
初予算＞
    57百万円【一般
会計】

（防災訓練等について）
○　都道府県及び市町村にお
ける「防災のための教育及び訓
練」の一層の向上及び防災体
制の強化を図り人的被害の極
小化を目指す。
（地域防災計画の充実につい
て）
○　地域防災計画の修正や津
波避難計画の策定、実践的な
避難訓練の実施などといった津
波避難対策の一層の充実・強
化を図り、人的被害の極小化を
目指す。

（ⅵ関連）
災害対応能力の向
上

（ⅶ関連）
災害対応能力の向
上



総務省

○　インターネットを活用した消防防災・危機管理教育用
システムである「e-カレッジ」により、一般国民や地方公共
団体の消防防災・危機管理担当職員、消防団員等の防
災知識の向上を推進。
○　地震及び風水害対策について、市区町村における実
践的な防災訓練を行うための「図上型防災訓練の実施支
援マニュアル」及び「実践的な防災訓練の普及に向けた
事例調査報告書」を作成・配布し、また、都道府県におけ
る図上訓練実施状況アンケート調査をもとに、効果的に
図上訓練を実施するポイントをまとめ、先進的な取組事
例と併せて紹介。
○　関係省庁も含めた「東日本大震災を踏まえた大規模
災害時における消防団活動のあり方等に関する検討会」
において、消防団による地域住民の防災意識向上のため
の啓発について検討を行い、平成24年８月に報告書を取
りまとめ、地方公共団体に周知。

○　消防防災・危機管理教育用
システムである「e-カレッジ」の
コンテンツの更新を行う。
○　引き続き、実践的かつ効果
的な防災訓練の普及に努める
ことに加え、小規模市町村の災
害対応能力向上のためモデル
市町村で全庁的な災害対応訓
練を実施、手引きを作成する。
○東日本大震災の体験・教訓
を伝承するため、被災地の消
防団員や自主防災組織の構成
員など地域防災の担い手を語
り部として、全国の市町村によ
る防災研修会等へ派遣する。

○小規模市町村訓
練
　＜令和２年度当
初予算＞
　  10百万円【一般
会計】
○災害伝承10年プ
ロジェクト
　＜令和２年度当
初予算＞
　  28百万円【一般
会計】

○全国の市町村における「防災
のための教育及び訓練」の一
層の向上を図り人的被害の極
小化を目指す。
○震災の教訓の継承につなが
り、今後の消防防災体制の構
築や地域住民の防災意識の向
上に寄与する。

総務省

○分野別に被災消防本部等に対するアンケート、調査・
検討を実施している。
○写真等の情報の収集を行っている。
○現地で消防活動に従事した消防職団員の経験談を収
集している。
○東日本大震災における被害状況、緊急消防援助隊等
の活動状況、地元消防本部・消防団・自主防災組織等の
活動状況、現地で消防活動に従事した消防職団員の経
験談の収集・整理を実施し、記録集としてまとめ、当該記
録集をホームページに掲載し、広く周知を図った。

○消防本部における資料の収
集等を踏まえ、貴重な教訓が
次世代に継承されるよう、引き
続き取り組む。

－

○東日本大震災に対する消防
機関の対応につき、全体像を明
らかにすることができ、全国の
消防本部において今後の大規
模災害時における対応の参考
にすることができる。
○震災の教訓の継承につなが
り、今後の消防防災体制の構
築に寄与する。

（ⅹⅶ関連）消防機
関等の活動にかかる
記録の継承

（ⅸ関連）防災教育・
訓練など防災意識の
向上



○　衛星携帯電話等の配備に
より，大規模災害等が発生し，
固定電話を始めとした連絡手段
が途絶した場合に，国民の身
体・生命，権利，財産等の保護
や，法務省所管官署の業務継
続体制の強化を図ることができ
る。また，継続した通信訓練を
実施することにより，より強固な
業務継続体制を確立することが
できる。
なお，本事業は，数値的効果を
表すことは困難であるが，東日
本大震災の際，衛星携帯電話
配備庁においては，安定的な通
信が行えた一方，衛星携帯電
話未配備庁においては，来庁
者等の安否確認や，法務本省
と被災官署における連絡体制
が確保されず，著しく危険かつ
業務継続が困難な状況に陥っ
た実績と経験を考慮すると，安
定的な通信手段を確保できる
衛星携帯電話等の効果は大き
いものと思料される。

○　策定した通信訓練計画に
基づき，定期的に衛星携帯電
話等の通信訓練を実施し，災
害発生時における適切な運用
を図る。

・防災通信機器（衛
星携帯電話等）通
信訓練等に係る通
信運搬費　３１百万
円【一般会計】

（ⅲ関連）
大規模災害時等に
おける法務省緊急連
絡体制の確保

法務省

○　東日本大震災発災直後から，法務省は，既存の衛星
携帯電話１６８台のほか，固定電話や携帯電話等，あら
ゆる通信手段を駆使して，法務省所管官署の被害状況
の把握に努め，来庁者，受刑者などの被収容者，職員家
族の安否確認等を行ったが，通信回線インフラの破損・
輻輳・規制により，固定電話等の通信連絡手段が被災地
域においては最大２週間程度途絶したため，衛星携帯電
話を除き，安定的な通信手段を確保できない状況に陥っ
た。法務省は，国民の財産・権利保護等に深く関わる法
務局を始め，矯正施設等の収容施設や，検察庁等の犯
罪者や非行者等に直接・間接的に関わる官署を所管して
いるため，大規模災害に耐え得る緊急連絡体制を整備す
る必要があることから，平成２３年度に法務省所管１，２７
４官署へ衛星携帯電話を配備し，令和元年度には衛星携
帯電話の機器を更新するとともに，新たにIP無線機を一
部官署に配備した。
○　緊急連絡体制も含め衛星携帯電話の運用管理につ
いて定めた「法務省緊急連絡体制運営要領」の策定，同
要領に基づく，本省，地方支分部局及び地方所管官署を
網羅する，法務省全体の全国的な緊急連絡体制の策定
及び緊急連絡体制に基づく通信訓練計画の策定を行っ
た。
○　平成２４年度以降においても，毎年度，法務省緊急連
絡体制運営要領及び通信訓練計画に基づき，衛星携帯
電話の通信訓練を実施するとともに，必要に応じ，法務省
緊急連絡体制運営要領の改正を行い，大規模災害時に
おける緊急連絡体制の確保に努めている。



法務省

○　被災地等においては、東日本大震災後、過激派など
破壊的団体等の一部が社会不安や混乱に乗じて勢力の
拡大を図ろうと活発に活動するなど治安上の問題や懸念
が生じていたことから、平成23年度は、業務用車両等を
整備して調査能力の向上を図り、こうした団体の動向に
対する調査を進めた。また、調査の過程で収集・分析した
情報は、適時適切に関係機関へ提供した。
○　令和元年度においても、被災地等において治安上の
問題が生じないように、引き続き、こうした団体の動向に
対する調査を進めるとともに、調査の過程で収集・分析し
た情報については、関係機関へ提供した。

　被災地等においては、治安上
の問題が生じないように、引き
続き、過激派など破壊的団体
等の動向に対する調査を進め
るとともに、調査の過程で収
集・分析した情報については、
適時適切に関係機関へ提供す
る。

－

　本調査の過程で収集・分析し
た情報を適時適切に関係機関
へ提供することにより、被災地
等において治安上の問題が生
じないことが期待される。
　なお、情報業務においては､
数多くの情報が蓄積されて有益
な情報となることもある一方、１
件の正確かつ迅速な情報が不
法事案発生の未然防止に資す
る場合もあるなど、事業の成果
や効果を定量的に示すことはで
きない。

法務省

　被災地や避難先における治安維持のため，既存の体制
で可能な限りにおいて，捜査・公判等の検察活動を継続
し，適正かつ迅速な検察権の行使に努めた。
　また，被災時における捜査・公判等の検察活動の継続
及びこれに密接に関連する各種事務の維持に必要な物
品等を整備し，災害発生時の治安対処能力を強化した。

　災害時に，各官署における稼
働可能人員を把握することに
よって，その後の捜査体制を速
やかに構築し，時間的制約の
ある中で所要の捜査を遂げるこ
とにより，適正な検察権の行使
を実現する。

・災害時緊急連絡
サービス(令和2年
度当初)
12百万円【一般会
計】

　被災時における捜査・公判活
動の継続及びこれに密接に関
連する各種事務の維持に必要
な体制整備を実施することによ
り，災害発生時における治安対
処能力の強化が期待される。
　なお，災害発生時の適正かつ
迅速な検察権の行使を確保す
るための事業であることから，
その成果について，数値で定量
的に示すことは困難である。

法務省

○　平成23年度第３次補正予算成立に伴い、被災地域の
矯正施設を中心に、非常用発電装置の蓄電池、通行鍵
管理システム、物資搬送用車両等を整備することにより、
大災害発生時においても矯正施設がその機能を維持・継
続することができる体制を構築した。
○　平成24年度以降、被災地域以外の矯正施設につい
ても大災害発生時にその機能を維持・継続することがで
きるよう、防災用備品・機器の整備等を図った。

○　防災訓練を繰返し実施する
ことにより、災害発生時に迅速
に対応できる体制を構築する。

・物資搬送用車両
等の維持　２百万
円【一般会計】

○　将来災害が発生した場合に
おいても、矯正業務を継続する
とともに、被収容者の適正な拘
禁を維持し、保安事故の発生等
を防止する。
なお、災害発生時における対策
を目的とする業務であることか
ら、その成果について、数値で
定量的に示すことは困難であ
る。

（ⅹ関連）
被災地等における治
安を確保するための
調査基盤の強化

（ⅹ関連）
災害発生時における
治安対処能力の強
化

（ⅹ、ⅺ関連）
矯正施設の防災対
策



法務省

○　被災した刑務所等の矯正施設や、検察庁・法務局等
の官署施設といった法務省施設について、被災による損
壊状況、耐震診断値等を踏まえ、耐震性能を確保するた
めの施設整備を実施。
○　これまでに、３施設の復旧工事等に着手し、２施設に
ついては完成し､残る１施設については仮庁舎に移転し、
本設庁舎を整備するための準備工事等を実施した上、平
成30年度に本設庁舎の建築工事に着手した。
○　令和元年度も、引き続き本設庁舎の建築工事を実施
した。

○　本設庁舎の建設工事を本
年度までに完成させ、被災した
法務省施設の復旧を遂げる。

・法務省施設の復
旧事業
4,157百万円
【復興特会】

○　本事業を推進し、建物の倒
壊・崩壊の危険を除去した上、
現行の耐震基準を満たす本設
庁舎（検察庁及び法務局等が
入居予定）を整備することによ
り、防災・減災機能の強化を図
るとともに、利用者・職員・地域
住民など国民の安全・安心を確
保する。

法務省・出
入国在留
管理庁

○　東日本大震災の際、被災地域の収容施設等におい
て、しばらくの間、物流の混乱により、被収容者の食料等
の確保が難しくなる状況が発生し、また、一部の被収容
者が受傷したり、集団的な不安の顕著な亢進が見られる
などの事態が発生したことから、被収容者に対する災害
発生時の防災・保安体制を整備する必要が認められた。
　　このため、被収容者の安全確保のための防災用備品
や非常食等を配備するとともに、保安の確保の観点と併
せて、自家用発電機のオーバーホール、監視カメラシス
テムの更新等を行い、災害発生時にも業務遂行を維持・
継続し得る体制を整備することで、被災地域の収容施設
等における防災・保安体制の強化を行った。
　　さらに，平成24年度においては、被災地域以外の収容
施設等においても、災害発生時の防災・保安体制の強化
を図るため、被収容者及び処遇部門等職員のための非
常食や防災備品の整備を行った。

○　災害発生時にも収容中の
外国人の安全・安心の確保と
業務を継続し得る体制の維持
に努める。

‐

○　収容施設等の防災対策を
推進し、被収容者の安全と人権
の保護を確保するとともに、収
容施設における騒乱・逃走等へ
の国民の不安を解消する。
　なお、収容施設の防災・保安
体制の強化を目的とする事業
であるため、定量的な成果目標
を示すことは困難である（参考：
令和元年の１日平均被収容者
数1,305人）。

（ⅺ関連）
被災した法務省施設
の復旧

（ⅺ関連）
収容施設等における
防災・保安体制の強
化



（ⅲ関連）
地震・津波等による
被害像の明確化及
び防災情報の強化
等

文部科学
省

 ○地震・津波観測監視システムの整備・運用
本事業では、地震発生確率の極めて高い、南海トラフ巨
大地震（「東日本大震災からの復興の基本方針」における
東南海地震及び南海地震）の想定震源域のうち、紀伊半
島沖（東南海地震の想定震源域）及び潮岬沖から室戸岬
沖（南海地震の想定震源域）に、地震計・水圧計等を組み
込んだリアルタイム観測が可能な海底ネットワークシステ
ムを整備・運用を実施。平成27年度に本システムの整備
を完了し、運用を開始。

○日本海溝海底地震津波観測網の整備・運用
本事業では、引き続き巨大地震発生のおそれがある東北
地方太平洋沖を中心とする海域の地震像の解明等を行う
ため、平成28年度に同海域にケーブル式観測網（地震
計・水圧計）の整備を完了し、運用を開始。

○東日本大震災を踏まえた地震調査研究の強化・推進
(1)津波の予測や評価のための標準的な手法の取りまと
め
地震本部では、東日本大震災を踏まえ、津波に関する評
価を行うこととし、これに資する津波の予測や評価のため
の標準的な手法（津波レシピ）を作成し、平成29年１月に
公表。令和2年1月に南海トラフ沿いで発生する大地震の
確率論的津波評価を公表。
(2) 東北地方太平洋沖地震に伴う地震動ハザード評価の
改良
海溝型地震に関する評価（長期評価）では、東北地方太
平洋沖地震のような複数の領域が連動した場合を想定し
ていなかったことから、既存の三陸沖北部から房総沖、南
海トラフ、相模トラフの長期評価を見直し、また発生場所
等が明らかでない地震について従来よりも大きな規模を
考慮し全国地震動予測地図を改善し、平成26年12月に
公表。その後も海溝型地震に関する評価の見直しを継続
し、千島海溝沿いの地震活動の長期評価（第三版）を平
成29年12月に公表、日本海溝沿いの地震活動の長期評
価を平成31年2月に公表。
(3) 活断層の詳細位置情報等に関する調査研究の充実
地震本部では、活断層の位置形状の正確さが、地震によ
る被害の想定に重要な情報であるとしており、活断層の
詳細位置情報等に関する調査研究を推進。
　（次頁に続く）

 ○海底地震・津波観測網の構
築・運用
（平成29年度より「地震・津波観
測監視システムの運用」と「日
本海溝海底地震津波観測網の
運用」を統合）
本システムを引き続き運用する
とともに運用機器の保守等を実
施。観測データの有効活用の
ため、データの管理・解析・公
開をし、成果の流通を行う。ま
た、南海トラフ地震の想定震源
域の西側（高知県沖～日向灘）
に新たな海底地震・津波観測
網を構築。

○東日本大震災を踏まえた地
震調査研究の強化・推進
日向灘および南西諸島海溝沿
いの地震活動の長期評価の公
表。全国地震動予測地図の公
表。

○深海地球ドリリング計画推進
地球深部探査船「ちきゅう」の
船舶安全法に基づく定期検査
を実施する。

 ○海底地震・津波
観測網の構築・運
用
海底地震・津波観
測網の構築・運用
に必要な経費
＜令和元年度補正
予算562百万円　令
和2年度予算6,960
百万円＞

○東日本大震災を
踏まえた地震調査
研究の強化・推進

・地震調査研究推
進に必要な経費
＜令和2年度予算
852百万円＞

・海洋研究開発機
構運営費交付金
＜令和2年度予算
31,843百万円の内
数＞

○海底地震・津波観測網の運
用
（1）地震・津波観測網監視シス
テムの運用
南海トラフの巨大地震の想定震
源域直上で、地震・津波を計測
することにより、地震波を現在よ
りも最大十数秒、津波を最大十
数分早く検知することが可能。
これらにより、より正確な警報
情報の発表に役立ち、地方公
共団体、住民の適切かつ迅速
な災害対応に貢献。また、地
震・地殻変動を震源域直上でリ
アルタイムに観測することによ
り、海域における地震発生メカ
ニズムの解明に貢献。

（2）日本海溝海底地震津波観
測網の運用
引き続き巨大地震の発生のお
それがある東北地方太平洋沖
を中心とした海域において、巨
大地震を震源域直上で正確に
観測し、さらに発生した津波を
直接観測することで、地震波を
現在よりも最大30秒程度、津波
を最大20分程度早く検知するな
ど、迅速かつ正確な地震・津波
情報の提供に貢献。また、日本
海溝沿いの地震発生メカニズ
ムの解明に貢献。

（３）南海トラフ海底地震津波観
測網（N-net）の構築
海底地震・津波観測網によるリ
アルタイム観測は、海域を震源
とする地震現象やそれに伴う津
波の観測、並びにそのデータを
用いた防災業務の実施に大きく
貢献。

　（次頁に続く）



○東日本大震災を踏まえた地
震調査研究の強化・推進
(1)海溝型地震の津波評価
津波レシピとして津波の評価手
法の標準化が図られたことによ
り今後、地震本部での海溝型地
震の津波評価が実施・公開され
ると共に、地方公共団体等が津
波レシピを用いつつ、独自で個
別の知見を追加して津波の推
定を行うことが可能となり、避難
計画や施設整備等の津波防災
対策の検討に貢献。

(2)東北地方太平洋沖地震に伴
う地震動ハザード評価の改良
東北地方太平洋沖地震を踏ま
えた上で、新たに追加検討が必
要となった項目について検討を
強化し、高度化された全国地震
動予測地図を公表。

(3)活断層の詳細位置情報等の
充実
熊本地震により、活断層沿いの
被害への関心が高まっているこ
とからも、本調査研究を強化
し、位置形状の把握がなされて
いない活断層を詳細な精度で
情報収集・提供し、震源断層近
傍におけるハザード評価等によ
り、地震防災・減災対策の強化
に貢献するため、活断層の位
置・形状等に関する情報を地震
本部関連ホームページ上に集
約し公表。
（次頁に続く）

○我が国と米国及び欧州が主導する国際深海科学掘削
計画（ＩＯＤＰ）の下、地球深部探査船「ちきゅう」を運用す
る深海地球ドリリング計画を推進してきた。これまでに東
北地方太平洋沖や南海トラフといった巨大地震・津波発
生帯において掘削調査等を実施した。東北地方太平洋沖
地震調査掘削では巨大地震・津波を引き起こした地震断
層の同定と試料採取に成功し、巨大地震の断層の滑りメ
カニズム、巨大津波発生メカニズムの解明に向けて大きく
前進した。南海トラフ地震発生帯掘削では東北地方と同
様にプレート境界断層浅部が広い範囲で高速に滑る可能
性を示した他、掘削孔内に設置した長期孔内計測装置を
地震・津波観測監視システム（DONET）に接続し、微細な
地殻変動等のリアルタイム観測を開始している。

（ⅲ関連）
地震・津波等による
被害像の明確化及
び防災情報の強化
等

文部科学
省



○巨大地震・津波を引き起こす
南海トラフ及び東北地方太平洋
沖における掘削調査や、この掘
削孔を活用した長期孔内観測
装置により、①連続リアルタイ
ム海底地殻変動データの同化
による地震発生準備から破壊
に至る過程の予測、②アウター
ライズ地震、プレート内地震を
引き起こす震源断層の同定と
新たなモデル構築、③３次元
データに基づく海底震源断層の
連続性、セグメント化を評価した
活断層マップの作成が可能とな
る。

文部科学
省

○　平成23年度は「東日本大震災対応・緊急研究開発成
果実装支援プログラム」を実施し、復旧・復興に当たり、
即効性のある研究開発成果を募集した。被災地域に実装
する取組（平成23年度内）として、６つの活動を採択し、事
業を実施。
○　平成24年度は戦略的創造研究推進事業「コミュニティ
がつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」を新規研究開発
領域として設定し、今回の震災において得られた課題や
教訓を科学的に検証し、社会をより強くしなやかなものに
するための災害対策やしくみを実現するため、公募を行
い、プロジェクトを採択し、事業を実施（～平成29年度）。
※なお、平成28年度は、上記取組を熊本地震の対応に活
用するプロジェクトを実施。
○　上記取組により、これまでのハード面を中心とした社
会インフラの脆弱性を、ソフト面の対策により補完すること
で、東日本大震災のような想定外の規模の災害に対し、
被害からの迅速な回復や減災につながるシステム等を構
築した。

○　平成29年度で事業終了。 － ○　平成29年度で事業終了。

文部科学
省

国立研究開発法人物質・材料研究機構において、建築物
や構造物の耐震性の強化に資する材料を創出するため、
震災からの復興、再生と、今後起こり得る災害時の被害
低減に向け、同機構において、信頼性評価や高性能構造
材料開発等に関する研究開発拠点を構築し、国内外の
ハブとなる、外部に開かれたオールジャパンの体制を形
成。本拠点において、災害に強い構造物及びその補修・
補強のための材料技術の開発を実施。

社会インフラの長寿命化・耐震
化を推進するため、前年度に引
き続き、以下の取組を推進。
【具体的取組】
① 構造部材の劣化診断技術
及び信頼性評価技術の研究開
発
② 構造部材の補修・補強材
料・技術の研究開発
③ 新規高性能構造材料の研
究開発

○国立研究開発法
人物質・材料研究
機構運営費交付金
構造材料領域等
＜令和２年度予算
13,787百万円の内
数＞

我が国が強みを持つ材料分野
において、科学技術の力を総動
員し、事前防災や競争力を高め
るための国土強靭化を実現。

（ⅳ関連）
安全・安心な都市・
地域の創造(再掲)

（ⅴ関連）
国土強靭化に資する
材料開発



○Ｅ－ディフェンス等研究基盤
を活用した地震減災研究
本研究で開発・提案した成果が
普及し、耐震構造物の建設等
に利用されることで、今後想定
される首都圏と東海・東南海・
南海地震が発生する地域周辺
の住民が被る被害（人的被害・
資産喪失に直接的に関連する
建築物の崩壊・倒壊被害と、地
震後の経済活動の縮小・停滞
を招くライフライン、産業プラン
ト、機械設備の機能性・健全性
の喪失被害等）の軽減化に貢
献。
さらに、直下地震や長時間続く
長周期地震動を引き起こす海
溝型地震によって生じる、構造
物の揺れ等の応答を大きく低減
し、構造物崩壊を未然に防止す
る新しい技術を開発。これら技
術を自治体等の構造物の耐震
化技術に導入、民間企業等に
移転するなどして耐震性の不足
した構造物に適用することで構
造物の被災を軽減化に貢献。
○　地球環境問題への対応に
必要な基盤情報の創出
気候変動に関する予測技術を
高度化し、気候変動リスクマネ
ジメントに必要となる高精度な
予測情報を創出。

（ⅴ関連）
地震発生時の人的・
経済的被害の軽減
化等

文部科学
省

○Ｅ－ディフェンス等研究基盤を活用した地震減災研究
東北地方太平洋沖地震と同様の長周期・長時間の揺れ
が再現できる実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－ディフェ
ンス）を活用し、建築構造物や土木構造物、地盤等が崩
壊に至るまで震動を加える加振実験を実施し、構造物の
破壊過程や耐震性能・余裕度評価に関するデータの取
得・蓄積を行うとともに、構造物の耐震補強技術や免制
震技術等の研究開発を推進。
○　地球環境問題への対応に必要な基盤情報の創出
基本方針において、「最大規模の外力に対するリスク評
価」を行うとされていることを踏まえ、気候変動予測技術
の高度化等に取り組みながら、地球環境ビッグデータを
蓄積・統合解析・提供する地球環境情報プラットフォーム
を整備し、そこから創出される成果を気候変動適応策等
に利活用するための研究開発を実施。

○Ｅ－ディフェンス等研究基盤
を活用した地震減災研究
Ｅ－ディフェンスを用いて、長時
間の長周期地震動による構造
物の破壊過程の解明と効果的
な被害軽減対策の提案に向け
た研究を実施。
○　地球環境問題への対応に
必要な基盤情報の創出
気候変動予測技術の高度化等
に取り組みながら、地球環境
ビッグデータを蓄積・統合解析・
提供する地球環境情報プラット
フォームを整備するなどの研究
開発を推進し、創出される成果
について気候変動適応策等に
引き続き貢献。

○Ｅ－ディフェンス
等社会基盤を活用
した地震減災研究
・防災科学技術研
究所 災害に強い社
会基盤実現のため
の減災実験・解析
研究 運営費交付金
＜令和2年度予算
7,609百万円の内数
＞
○地球環境問題へ
の対応に必要な基
盤情報の創出
令和元年度補正予
算：460百万円
令和２年度予算：
1,127百万円



○ 平成23年６月より、「中央教育審議会 スポーツ青少年
分科会 青少年の体験活動の推進の在り方に関する部
会」において、体験的な防災教育等も含めた体験活動の
在り方について検討を行い、「今後の青少年の体験活動
の推進について（答申）」（平成25年１月）においては、「今
後、平常時から、体育館やテントでの宿泊、野外炊事と
いった非常時の生活を想定した体験を行う機会を設ける
ことが必要である。」等が提言されている。
○　「東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関
する有識者会議」を立ち上げ、平成23年９月30日に中間
取りまとめ、平成24年７月25日に最終報告を公表。
○　平成24年３月　地域の特性に応じた学校防災マニュ
アルの作成を促すための手引き「学校防災マニュアル作
成の手引き」の作成・配布
○　平成24年４月　東日本大震災をはじめとする災害の
教訓などを踏まえ、防災教育を含めた災害安全及び交通
安全、生活安全を推進する観点から、国や学校が取り組
むべき具体的方策を盛り込んだ「学校安全の推進に関す
る計画」を閣議決定。
○　平成25年3月　防災教育を系統的・体系的に整理した
教職員向けの指導用参考資料「『生きる力』をはぐくむ防
災教育の展開」の作成・配布
○　防災教育の効果及びその評価の方法を調査研究し、
防災教育の体系化につなげる「防災教育の評価に関する
研究事業」を実施し、都道府県教育委員会、区市町村教
育委員会へ報告書を配布。
○　平成26年３月　「災害に強い学校施設の在り方につい
て～津波対策及び避難所としての防災機能の強化～」に
おいて、地域の避難所となる学校施設の在り方等につい
て記載し、全国の学校設置者等へ周知。
○　平成29年3月24日 「第２次学校安全の推進に関する
計画」を閣議決定。
○　平成30年2月　学校・地域の特性や実情に即した学校
の危機管理マニュアルの作成・見直しを行うための手引
き「学校の危機管理マニュアル作成の手引」の作成・配
布。
（次頁に続く）

○　教職員や児童生徒等の防
災に対する意識の向上を図る
ため、防災教室等の講師となる
教職員等を対象とした講習会を
実施。
○　学校種・地域の特性に応じ
た地域全体での学校安全推進
体制の構築を図るため、セーフ
ティプロモーションスクール等
の先進事例を参考とするなどし
て、防災をはじめとした学校安
全の組織的取組と外部専門家
の活用を進めるとともに、各自
治体内での国立・私立を含む
学校間の連携を促進する取組
を支援。
○　平成28年度から運用を開
始した，ポータルサイトの周知，
活用を促進し，防災を含む学校
安全の取組の共有を図る。
【安全ポータルサイト】
　
https://anzenkyouiku.mext.go.j
p/
○　新学習指導要領をふまえ、
今後の防災教育の充実に資す
る資料を作成。

○　全ての教職員が、各種研修
機会を通じて、各キャリアス
テージにおいて、必要に応じた
学校安全に関する研修を受け
る。
○　全ての学校において学校教
育活動全体を通じた防災教育
が実施される。
○　全ての学校において、自校
の学校安全に係る取組を評価・
検証し、学校安全計画及び危
機管理マニュアルの改善を行
う。
○　全ての学校において、管理
職のリーダーシップの下、学校
安全の中核となる教職員を中
心とした組織的な学校安全体
制が構築される。
○　全ての学校において、児童
生徒等の安全に関する保護者・
地域住民、外部専門家や関係
機関との連携体制が構築され
る

・学校安全教室推
進事業
＜令和２年度予算
35百万円＞

・学校安全総合支
援事業
＜令和２年度予算
179百万円＞

(ⅸ関連)
東日本大震災を受け
た防災教育

文部科学
省



文部科学
省

○　平成31年3月　学校を取り巻く事件や事故、自然災害
への対応に加えて、近年の学校や児童生徒等を取り巻く
様々な安全上の課題や「学習指導要領の改訂」「学校事
故対応に関する指針「第２次学校安全の推進に関する計
画」等を踏まえ、「生きる力をはぐくむ学校での安全教育」
の改訂版の作成・配布
○　東日本大震災の教訓を踏まえた新たな防災教育の
手法の開発・普及を行うとともに、緊急地震速報等の防
災科学技術を活用した避難訓練等の先進的・実践的な防
災教育を行う学校への支援を実施。また、地域の防災関
係機関との連携体制を構築・強化を支援。

・公立学校施設整
備事業　令和元年
度補正：60,615百万
円の内数 、令和２
年度当初：69,479百
万円の内数（ほか、
臨時・特別の措置
（防災・減災、国土
強靱化関係）47,000
百万円の内数）
・国立大学法人等
施設整備事業　令
和元年度補正：
32,606 百万円、令
和２年度当初：
79,109 百万円
・私立学校施設の
耐震化促進事業
令和元年度補正：
4,365,567 百万円、
令和２年度当初：
4,729,412 百万円
（ほか、臨時・特別
の措置（防災・減
災、国土強靱化関
係）4,276,143百万
円）

○　学校施設の安全性・防災機
能の強化を図る。
○　私立学校施設の耐震化に
ついては、国公立学校の耐震
化がおおむね完了したことを踏
まえ、できるだけ早期の耐震化
完了を目指す。

○　公立学校施設について、防
災機能強化や老朽化対策等の
施設整備を推進する。
○　「第４次国立大学法人等施
設整備５か年計画」に基づき、
老朽施設の改善等を推進す
る。
○　私立学校施設の耐震化や
防災機能強化を推進し、早期
の耐震化完了を目指し、継続
的に支援する。
○　セミナー等を通じ、普及啓
発に努める。

○　国公私立学校の耐震化、防災機能強化、老朽化対策
等について支援した。
○　復興交付金の基幹事業として、復興のための地域づ
くりに必要な公立学校施設整備について支援した。
○　屋内運動場の吊り天井を始めとした非構造部材の耐
震対策について、手引や事例集、ガイドブック等を作成・
配布した。
○ 平成27年度より毎年、先進的な取組事例についての
紹介や行政説明等を行うセミナーを開催している。

（xⅰ関連）
学校施設の耐震化
等

文部科学
省

(ⅸ関連)
東日本大震災を受け
た防災教育



○ 　理化学研究所において、
引き続き生物遺伝資源のバッ
クアップ及び提供を行う。
○ 　自然科学研究機構基礎生
物学研究所において、引き続き
大学サテライト拠点と連携し、
生物遺伝資源のバックアップを
行う。今後は、多様な生物遺伝
資源をそれぞれに最適な方法
で長期安定的にバックアップで
きる体制を整備するために引き
続き新規保存技術開発を行
い、凍結保存カンファレンスを
開催し成果の普及を行う。

・大学連携バイオ
バックアッププロ
ジェクト
＜令和２年度予算
26,328百万円の内
数＞
※国立大学法人運
営費交付金等

・災害時等に備えた
バイオリソースの
バックアップ事業
＜令和２年度予算
53,549百万円の内
数＞
※国立研究開発法
人理化学研究所運
営費交付金

○　自然科学研究機構基礎生
物学研究所において行う「大学
連携バイオバックアッププロジェ
クト」によって、実験途上の生物
遺伝資源を広域災害等から保
護し、学術研究上の極めて重要
な基盤を提供する。また、生物
遺伝資源に関する中核的機関
である理化学研究所バイオリ
ソース研究センターの基盤設備
を強化することにより、生命科
学分野をはじめとする様々な分
野の安定した研究環境の確保
を図る。

○　東日本大震災により、被災地の大学等において多く
の生物遺伝資源が毀損・消失し、危険な状態にさらされ
たことを踏まえ、被災地の大学等における研究活動を支
援するとともに、一度途絶えると二度と復元できない生物
遺伝資源が、今後災害が生じた際にも毀損・消失すること
のないよう、次の取組を行った。
① 国立研究開発法人理化学研究所において、生物遺伝
資源のバックアップ体制を整備するとともに、非常時に
水・電気・液化窒素を供給できる設備・体制を整備した。
また、被災地の大学には生物遺伝資源の無料配布を
行った。
② 大学共同利用機関法人自然科学研究機構基礎生物
学研究所において、実験途上の生物遺伝資源の受入・保
管・返還を行う「大学連携バイオバックアッププロジェクト」
により、大学サテライト拠点（北海道大学、東北大学、東
京大学、名古屋大学、大阪大学、京都大学及び九州大
学）と相互連携して、生物遺伝資源のバックアップ体制を
強化し、令和2年3月末現在で約226万サンプルを保管し
ている。平成31年（2019年）3月に整備した申請・審査・サ
ンプル管理データベース（IBBP-easy)により、申請・審査・
サンプル管理のすべてをオンラインにて運用している。ま
た多様な生物遺伝資源を長期安定的にバックアップする
ため、新規保存技術開発を行い、令和元年度は、サトイ
モ茎頂組織の凍結保存法を新たに開発した。また、令和
元年度は、Cryopreservation conference2019（凍結保存
カンファレンス）を開催するとともに、ラット、サケ科魚類、
昆虫（カイコ）など多様な生物の長期保存技術に関する技
術講習会を4回開催した。

(ⅺ関連)
安定した研究環境の
確保

文部科学
省



○　「だいち2号」等による災害
監視、および防災関係機関等
からのデータを融合することで、
特に津波災害を迅速かつ的確
に把握、情報提供。
○　先進光学衛星を開発し高分
解能観測により、被災状況の詳
細把握およびハザードマップの
詳細化・タイムリーな更新が可
能。
○　先進レーダ衛星を開発し高
分解能での観測幅を200㎞程度
とすることで、地震・火山による
地殻変動等の監視頻度を増大
する。
○　技術試験衛星9号機を開発
し災害時等における通信のより
確実な確保、通信技術及び国
際競争力向上を図る。

○　令和２年度は、引き続き「だ
いち2号」を運用し、内閣府（防
災担当）を通じて国内各省庁等
へのデータの配布を継続。ま
た、先進光学衛星、光データ中
継衛星の打上げを実施するとと
もに、先進レーダ衛星の開発を
継続。
○　災害時等の確実な通信確
保に留意し、通信技術及び国
際競争力向上を目指して、総務
省と連携して、技術試験衛星9
号機の開発を継続。

○　東日本大震災では、政府の情報集約活動に貢献する
ため、陸域観測技術衛星「だいち」による緊急観測および
防災関係機関へのデータ提供を実施し、地上や航空機で
は取得困難な広域的な被害状況の把握、地殻変動の把
握、災害対応計画の立案等に活用された。平成29年度は
「だいち」の後継機である「だいち２号」の運用を継続し、
災害時に必要となる広域観測を行い、火山活動に伴う地
殻変動や洪水での浸水域情報等のデータを防災関係機
関に提供した。
○　同じく東日本大震災時には、通信途絶による避難・救
助等の遅延、インターネット環境の喪失等が発生した。被
災地からの要望に対し、技術試験衛星Ⅷ型「きく８号」と
超高速インターネット衛星「きずな」による自治体への衛
星通信回線の提供を行い、住民の安否情報、自治体の
医療チーム等による関係者との情報共有等に活用され
た。平成29年度は、引続き「きずな」を用いて、自治体等と
連携して、大規模災害を想定した情報共有等の実証実験
を実施した。また、災害時等におけるより確実な通信の確
保に留意しつつ、通信技術の向上及び我が国宇宙産業
の国際競争力向上を図ることを目指し、総務省と連携し
て、技術試験衛星9号機の開発を継続した。

（xiv 関連）
災害観測・監視シス
テムの整備

文部科学
省

・陸域観測技術衛
星２号「だいち2号」
（ALOS-2）
＜令和２年度予算：
1,704百万円※1＞

・先進光学衛星
＜令和元年度補正
予算：2,181百万円
※2＞
＜令和２年度予算：
12,698百万円※2＞

・光データ中継衛星
＜令和２年度予算：
818百万円※2＞

・技術試験衛星9号
機
＜令和２年度予算：
1,118百万円※2＞

・先進レーダ衛星
＜令和元年度補正
予算：913百万円※
2＞
＜令和２年度予算：
1,317百万円※2＞

※1：国立研究開発
法人宇宙航空研究
開発機構の地球観
測システム研究開
発補助金
※2：国立研究開発
法人宇宙航空研究
開発機構の運営費
交付金の一部



・陸域観測技術衛
星２号「だいち２号」
（ALOS-2）
＜令和２年度予算：
1,704百万円※1＞

・先進光学衛星
＜令和元年度補正
予算：2,181百万円
※2＞
＜令和２年度予算：
12,698百万円※2＞

・光データ中継衛星
＜令和２年度予算：
818百万円※2＞

・先進レーダ衛星
＜令和元年度補正
予算：913百万円※
2＞
＜令和２年度予算：
1,317百万円※2＞

※1：国立研究開発
法人宇宙航空研究
開発機構の地球観
測システム研究開
発補助金
※2：国立研究開発
法人宇宙航空研究
開発機構の運営費
交付金の一部

○　「だいち２号」等による災害
監視、及び防災関係機関等か
らのデータを融合することで、特
に津波災害を迅速かつ的確に
把握、情報提供。
○　先進光学衛星を開発し高分
解能観測により、被災状況の詳
細把握およびハザードマップの
詳細化・タイムリーな更新が可
能。
○　先進レーダ衛星を開発し高
分解能での観測幅を200㎞程度
とすることで、地震・火山による
地殻変動等の監視頻度を増大
する。

○　令和元年度は、引き続き
「だいち２号」を運用し、災害時
の全容把握などに必要となる
広域観測を実施するとともに、
内閣府（防災担当）を通じて国
内各省庁等へのデータの配布
を継続する。「だいち」で獲得し
た技術を発展させた先進光学
衛星、同衛星等と国内地上局
間の観測データの大容量伝
送、リアルタイム伝送を実現す
る光データ中継衛星の開発を
継続する。また、超広域の被災
状況の迅速な把握や、地殻変
動等の精密な検出のため、「だ
いち２号」のセンサ技術を発展
させた先進レーダ衛星の開発
を継続する。

○　東日本大震災では、未だかつてない広域巨大災害で
あることに鑑み、政府の情報集約活動に貢献することを
目的として、陸域観測技術衛星「だいち」による被災地の
緊急観測を実施し、防災関係機関にデータを提供した。
また、「だいち」に加え、国際的な枠組み（センチネル・ア
ジア、国際災害チャータ）による海外衛星での集中的な観
測も実施。これらの衛星による観測データは、地上や航
空機では取得困難な広域的な被害状況の把握、地殻変
動の把握、災害対応計画の立案等に活用された。平成29
年度は、「だいち」の後継機としてレーダセンサを搭載す
る陸域観測技術衛星２号「だいち２号」の運用を継続し、
災害時の全容把握、国土保全管理などに必要となる広域
観測を行い、火山活動に伴う地殻変動情報や洪水による
浸水域情報等の観測データを防災関係機関に提供した。

（xv 関連）
災害状況の迅速・広
範囲な把握に有用な
観測衛星

文部科学
省



○　南海トラフ地震防災対策推
進基本計画において、令和５年
度までに、災害拠点病院及び
救命救急センターの耐震化率
を95％とする目標を定めてお
り、引き続き耐震化率が向上す
るよう取り組む。

(ⅺ関連)
医療施設の耐震化

厚生労働
省

○　医療施設の耐震化については、災害拠点病院、救命
救急センター、二次救急医療機関を対象として、平成21
年度第１次補正予算で、都道府県に医療施設耐震化臨
時特例基金を設置し、さらに、平成22年度予備費、平成
23年度第３次補正予算、平成24年度予備費及び補正予
算により積み増しを行った。
○　平成25年度補正予算、平成26年度補正予算及び平
成28年度第２次補正予算において医療施設耐震整備事
業を措置し、医療施設の耐震化を促進した。
※　平成23年度第３次補正予算及び平成24年度予備費
は、災害拠点病院及び救命救急センターが対象。
※　平成24年度補正予算は、二次救急医療機関のうち耐
震性の低い施設が対象。
※　平成25年度補正予算、平成26年度補正予算及び平
成28年度第２次補正予算は、災害拠点病院、救命救急セ
ンター、二次救急医療機関及び耐震性の低い施設が対
象。
○　被災地を含めた災害医療関係の有識者等による「災
害医療等のあり方に関する検討会」での議論を踏まえ、
災害時における医療体制の充実強化が図られるよう、災
害拠点病院指定要件の見直しなどを行った。
○　平成30年度において、建物の耐震診断にかかる国庫
補助の上限を引き上げるとともに、医療施設の耐震整備
に必要な予算を増額した。
○　平成30年度第２次補正予算及び令和元年度予算に
おいて、医療施設等耐震整備事業を措置し、医療施設の
耐震化を促進した。

○　「防災・減災、国土強靱化
のための３か年緊急対策」とし
て、民間等の未耐震の災害拠
点病院や救命救急センター等
の救急医療を担っている病院
及び耐震性が特に低い建物（Is
値0.3未満）を有する病院等の
耐震整備に対する支援を行う。

○　医療施設等耐
震整備事業におい
て、医療提供体制
施設整備交付金と
して、令和２年度予
算に3,242百万円を
計上した。



厚生労働
省

　試験研究機関の耐震化整備等を図るため、災害時等に
求められる国家危機管理対策上必要な体制整備（毒性
試験に必要なバリアシステム機能の強化）を実施。

平成24年度までで事業終了。 ― 平成24年度までで事業終了。

厚生労働
省

○　平成21年度補正予算により、被災者・支援者の心の
ケア等に積極的に活用されるよう都道府県に地域自殺対
策緊急強化基金を造成し、平成23年度第３次補正予算に
より37億円を積み増した。
○　被災者・支援者一般向けの心のケアについてのリー
フレットを作成し、希望する都道府県・政令指定都市等に
送付するとともに、ホームページで公表した。
○　被災地対応を盛り込んだゲートキーパー養成研修用
テキスト及びDVDを作成し、宮城県において被災地にお
ける対応も含めた研修を実施した。
○　全国自殺対策主管課長等会議において、東日本大
震災の被災者等に関する取組の推進について要請した。
○　福島県で自殺対策官民連携協働ブロック会議を開催
し、被災地で自殺対策に取り組む自治体職員や民間団体
を招き、自殺の状況及び取組について情報を共有すると
ともに、連携の在り方等について意見交換を行った。
○　宮城県で被災の影響から複雑な心の問題を抱える若
年層を対象にSNSを活用した相談を行った。

○　引き続き、地域自殺対策緊
急強化基金等を通じて、被災地
を含めた地域における自殺対
策を支援する。

―

○　東日本大震災の影響も含
めた経済情勢の変化や社会不
安の増大による自殺の増加と
いう深刻な事態の招来を予防
する。

（xi関連）
学校・試験研究機関
の耐震化などの防災
対策の推進や危機
管理機能のバック
アップを図る

（ⅹⅷ関連）
自殺対策の推進



農林水産
省

○　災害発生時等にも畜産農家に飼料を安定的に供給
するため、事業継続計画（BCP）を策定した生産者団体や
飼料メーカー等が飼料穀物を備蓄する取組を支援。

○　生産者団体や飼料メーカー
等がBCPに基づいて実施する
飼料穀物の備蓄をはじめとする
配合飼料の安定供給のための
取組に対し、その費用の一部を
支援。
○　非常時における配合飼料
の安定供給を図るため、関係
者の連携体制の強化に向けた
協議会の開催、原料の利用・配
合飼料の生産状況の調査等の
取組を支援。

・飼料穀物備蓄対
策事業　1,750百万
円の内数（令和２年
度予算）【一般会
計】

○　災害発生時にあっても、生
き物である家畜の命を繋ぐこと
により、畜産業の存立基盤及び
消費者に対する畜産物の安定
供給を確保。

（ⅻ関連）
飼料の安定供給対
策の推進



農林水産
省

○　平成23年度は、東北地域で、災害時にも機能する物
流拠点を構築するため、被災地以外の関係者も含めた協
議会の開催等を支援。災害に強い食品流通に向けた方
向性を作成。（会議３回、意見交換１回、ヒアリング21企業
団体）
○　平成23～24年度は、食料物流拠点の機能強化を図
るため、被災した９施設（岩手県２施設、宮城県５施設、福
島県２施設）の新設・増改築等を支援。
○　平成24年度は、被災地に対する他地域からのバック
アップ体制のあり方等、災害時に機能する食品のサプラ
イチェーン構築に向けた検討を支援。（協議会４回開催、
ヒアリング26社、意見交換１回開催）
○　平成25～26年度は、首都直下地震及び南海トラフ地
震の被災が想定される地域で、震災時にも機能する食品
サプライチェーンの構築や実証を支援。災害時の連携・
協力のマニュアルやひな形、ガイドライン等を作成。（25
年度：会議３回、実証３地区、26年度：会議３回、実証２地
区）
○　平成27～28年度は、首都直下地震及び南海トラフ地
震の被災が想定される地域において、震災時の円滑な食
料供給の維持、物流の早期回復のため、食品関連事業
者等による連携・協力体制構築を目的とした、協議会の
開催、食料産業ハザードマップ作成、 普及・啓発のセミ
ナー、マッチングを支援。（27年度：５会場（東京、静岡、愛
知、大阪、高知）でセミナー、マッチングを実施し120名が
参加、28年度：５会場（東京、静岡、愛知、高知、宮崎）で
セミナー、マッチングを実施し105名が参加）
○　平成29年度は、食品産業事業者団体等を通じ、災害
時の連携・協力体制構築割合等を把握することを目的と
して、全国を対象としたアンケート調査を実施。
〇　平成30年度は、食品産業事業者団体や食品産業事
業者との災害に関する会合の場等を活用し、食品サプラ
イチェーン全体の食品産業事業者間の連携・協力体制の
構築の必要性について、意見交換を実施すると共に、今
後起こりうる災害に備え、更なる連携・協力体制について
相互に確認を行った。
〇　令和元年度は、食品産業事業者団体や食品産業事
業者との災害に関する会合の場等を活用し、BCP策定の
必要性について周知するとともに、食品産業事業者間の
連携・協力体制が進むよう働きかけを実施。

○　平成30年度、令和元年度
に発生した複数の災害での経
験を踏まえ、引き続きBCP策定
の必要性について周知するとと
もに、食品産業事業者間の連
携・協力体制が進むよう働きか
けを実施する。

-

○　事業継続計画の策定又は
見直しの検討、あるいは食品産
業事業者間の連携についての
取決めの締結又は検討を行っ
た事業者数の増加。
○　災害時にも円滑な食料供給
を維持するための食品産業事
業者間の連携・協力体制構築
割合の増加。

（ⅻ関連）
災害を想定したサプ
ライチェーン対策



農林水産
省

①農地・水保全管理支払復旧活動支援交付金において、
被災した農地周りの水路の補修等を行う集落を支援。平
成28年度は、福島県の集落に対して復旧活動支援交付
金による活動を支援。（これまでに８県の集落に対して支
援）
②被災した農地・農業用施設に係る償還中の土地改良事
業負担金について、利子を助成。（平成29年３月末までに
121地区に対し利子助成を実施）
③避難先等で荒廃農地を活用し営農活動の再開に取組
む被災農家等への支援を74取組（164人）において実施。
④ 被災により経常賦課金の徴収が困難となっている土
地改良区に対し、業務運営の維持に必要な資金借入れ
の無利子化や業務書類・機器等の復旧に対する支援を
実施（28年度は、16土地改良区に対して支援）。

①平成28年度をもって本交付
金による全ての事業が完了。
②助成地区において営農が再
開されたことから平成28年度を
もって終了。
③平成30年度までの支援を
もって終了。
④被災した土地改良区に対す
る支援については、平成28年
度までの支援をもって終了。

・農地・水保全管理
支払交付金　－（平
成28年度予算を
もって終了）【復興
特会】
・農家負担金軽減
支援対策事業事業
－（平成28年度予
算をもって終了）
【復興特会】
・荒廃農地等利活
用促進交付金
－ （平成30年度予
算をもって終了）
【一般会計】
・被災土地改良区
復興支援事業　－
（平成28年度予算
をもって終了）【復
興特会】

※　平成30年度までで終了

（ⅰ・ⅱ関連）
被災農地等の復旧
その他経営再開まで
の支援等



国土交通
省

○ 巨大地震時に住民の避難につながるよう情報文を分
かりやすく改善した津波警報の運用を開始。
○ 被災したアメダスや地震・津波観測点の復旧に加え、
臨時観測点の設置の他、気象レーダーのドップラー化や
ウィンドプロファイラの新規整備を実施。
○復旧・復興活動に有効に利用いただくため、被災地域
の気象情報をまとめた情報のホームページや防災担当
者向け電子メールによる提供を開始。
○ 災害発生時においても気象監視や防災気象情報の提
供を確実に継続するため、気象官署や観測点の非常用
電源や通信機能を強化。
○ 津波警報をはじめとする防災気象情報の強化に必要
となる、地震・津波、台風集中豪雨等の観測網の新規整
備や強化。
○ 警報の発表基準をはるかに超える現象を予想した際
に、地域住民に最大限の警戒を呼び掛ける「特別警報」
の制度を創設。
○ 緊急地震速報・津波観測情報を迅速に提供することを
可能とする次世代システムを整備。

○　これまでの取組みの成果を
取り入れ、地震・津波、気象状
況等を24時間体制で監視し、
津波警報をはじめとした防災気
象情報の適時・的確な提供を
実施する。

－
○　地震・津波、台風・集中豪
雨等による自然災害の被害軽
減を図る。

国土交通
省

○　国土審議会政策部会防災国土づくり委員会におい
て、平成23年７月に「災害に強い国土づくりへの提言」が
とりまとめられた。また、災害に強い国土構造のへの再構
築に関する検討を実施した。
○　急激な人口減少・少子化や高齢化、首都直下地震や
南海トラフ巨大地震など巨大災害の切迫等、国土を取り
巻く極めて大きな変化を踏まえ、今後の国土・地域づくり
の指針となる、中長期（概ね2050年）を見据えた、「国土
のグランドデザイン2050」を平成26年７月に策定した。
○　「国土のグランドデザイン2050」等を踏まえ、平成27年
８月に、今後概ね10年間を計画期間とする国土形成計画
（全国計画）を閣議決定した。また、平成28年３月に国土
形成計画（広域地方計画）を大臣決定した。
○　国土審議会計画推進部会の下に設置した専門委員
会において効果的な計画の推進方策について検討を
行った。
○　2050年までの国土の姿を描き出し、将来の課題整
理・解決方策を検討する「国土の長期展望」を開始した。

（国土形成計画（全国計画）の
推進）
○　専門委員会において引き
続き効果的な計画の推進方策
について検討を進める。

（国土の長期展望）
○　2050年までの国土の姿を
描き出し、将来の課題整理・解
決方策を検討する「国土の長期
展望」を実施する。

（国土形成計画（広域地方計
画）の推進）
○　各ブロックにおいて、引き続
き広域地方計画に位置づけら
れた防災関連のプロジェクト等
を推進する。

（国土形成計画（全
国計画）の推進）
・国土形成計画（全
国計画）の推進　32
百万円

（国土の長期展望）
・国土の長期展望
67百万円

（国土形成計画（広
域地方計画）の推
進）
・広域地方計画の
推進17百万円

○　これらの取組を行うことに
よって、巨大災害が生じた場合
にあっても、国土やそれを構成
する地域が総体として対応し、
互いに支え合える体制を構築
すること等を通じて、安全・安心
を確保した災害に強いしなやか
なシステムを持つ国土の形成を
図ることが期待される。

（ⅲ関連）
津波警報をはじめと
した防災情報の適
時・適切な提供

(ⅳ関連)
災害に強い国土構
造への再構築



国土交通
省

○　小笠原諸島父島の二見港は、本土との交通拠点とし
て、また、周辺海域における船舶の避難、休息、補給基
地としての役割を担っている。
○　防波堤は、泊地の静穏度を確保する役割があるが、
コンクリート等の老朽化が著しく、防波堤の機能を欠く恐
れがある。このため、防波堤の改良を行う必要があり、継
続的に行ってきたところ。
○　二見漁港は、第４種漁港として他県船の避難・休憩・
前進基地としての役割のほか、地元漁業者の生活安定
に大きく寄与している。そのため、東南海・南海地震の発
生に伴う津波の影響による既設防波堤の被災を未然に
防ぎ、漁港施設の機能確保を図るため、既設防波堤の改
良（補強）を実施してきたところ。
○　昭和45年に建設された父島浄水場は、良質な水の安
定供給により村民の生活安定に寄与してきたが、経年に
よる施設の老朽化及び平成15年に東南海・南海地震防
災対策推進地域の指定により、浸水予測図が作成され、
浸水地域になっていたことから、扇浦地区に高台移転し、
平成27年度より共用を開始した。

・平成25年度末で事業終了 － ・平成25年度末で事業終了

国土交通
省

○　離島地域自らの創意工夫による自立的発展の促進
のため市町村が交流事業を実施する上で、島の定住人
口以上にも及ぶ観光客も含めた島内の人々の安全確
保、減災への対応を図るため、平成23年度第３次補正予
算において、大規模地震、津波等により孤立化する可能
性のある離島における災害時の救急、救助の連絡、情報
収集等に要する既存地上系統通信ｼｽﾃﾑを補完する衛星
携帯電話及び非常用電源設備を地方自治体の要望を踏
まえ整備した。
○　具体的には、離島振興法第２条の規定に基づき指定
された離島振興対策実施地域の有人離島のうち、31島対
象に実施した。

・平成24年度末で事業終了 － ・平成24年度末で事業終了

(ⅴ関連)
大規模地震、津波等
による離島の孤立化
回避対策（衛星携帯
電話等の整備）

(ⅳ・ⅵ関連)
小笠原諸島における
津波対策



国土交通
省

○　平成23年度第３次補正予算において、東日本大震災
の被災地における住宅・建築物のゼロ・エネルギー化等
の取組に対する補助を実施。
○　平成24年度補正予算において、民間等が行う省エネ
改修等に対する補助を全国で実施。
○　平成23年度～令和元年度当初予算及び平成26年度
～平成28年度補正予算において、住宅・建築物における
省CO２対策・長寿命化を推進するため、住宅・建築物の
省ＣＯ２の実現性や住宅の長寿命化に資するリーディン
グプロジェクト等の提案に対する補助を全国で実施。
○　平成25・26年、令和元年度補正予算及び平成26年度
～令和元年度当初予算において、既存住宅の省エネ化
や長寿命化に資するリフォームの取組に対する補助を全
国で実施。

○　引き続き、中小工務店にお
けるゼロ・エネルギー住宅の取
組や、先導的な省ＣＯ２技術を
導入する住宅・建築物のリー
ディングプロジェクト、省エネ性
能の向上に資する住宅・建築
物のリフォーム等に対する支援
を実施する。

・環境・ストック活用
推進事業  90.70億
円の内数（令和2年
度予算）
・地域型住宅グリー
ン化事業135億円
の内数（令和2年度
予算）
・長期優良住宅化リ
フォーム推進事業
45億円の内数（令
和2年度予算）

○　省エネ基準を充たす住宅ス
トックの割合
６％（平成25年度）→20％（令和
７年度）

国土交通
省

○　住宅エコポイントは、平成21年度第2次補正予算で創
設され、平成22年3月8日より申請受付を開始。
○　平成22年度経済危機対応・地域活性化予備費におい
て、制度の１年延長（平成23年12月末まで）を措置。
○　平成23年度第3次補正予算において、住宅市場の活
性化と住宅の省エネ化を推進しつつ、あわせて東日本大
震災の復興支援を図るため、復興支援・住宅エコポイント
として再開。
○　再開にあたっては従来の制度を変更し、被災地活性
化のための措置を実施。
・被災地のポイントをその他地域の倍にする。
・発行されるポイントの半分以上を被災地の特産品・被災
地への義援金など被災地支援商品に交換する。
○　ポイント発行の対象となる工事の着工・着手の期限
は、平成24年10月末で終了。
○　ポイントを商品等と交換する期限は、平成27年1月末
で終了。

－ －

東日本大震災からの復興、被
災地の経済活性化及び住宅の
省エネ化の推進を図る。
平成26年度までで事業終了。

(ⅴ)
住宅・建築物の省エ
ネ化（再掲）

(ⅴ)
住宅の省エネ化



国土交通
省

○不特定多数の者が利用する大規模建築物等について
耐震診断を義務付けること等を内容とする耐震改修促進
法の改正
○耐震診断・耐震改修等に係る助成や税制、融資による
住宅・建築物の耐震改修の促進
○復興支援・住宅エコポイントによる耐震改修支援

○引き続き、耐震診断・耐震改
修等に係る適切な情報提供、
助成、税制及び融資による住
宅・建築物の耐震改修を促進

○耐震診断・耐震
改修に係る助成
・社会資本整備総
合交付金
7,627億円の内数
（令和２年度予算）
・防災・安全交付金
1兆388億円の内数
（令和２年度予算）
・耐震対策緊急促
進事業
115億円の内数（令
和２年度予算）

○住宅・建築物の耐震化が促
進される。
○住宅の耐震化目標：95％（令
和2年）
○多数の者が利用する建築物
の耐震化目標：95％（令和２年）
※令和7年までに耐震性の不足
する住宅を、同年を目途に耐震
性の不足する耐震診断義務付
け対象建築物をおおむね解消
することを目標とする。

国土交通
省

○　海上保安庁においては、東日本大震災直後から、全
国から巡視船艇・航空機等を被災地に派遣し、捜索救
助、火災消火、被災者への物資輸送、現場支援等の災害
対応を実施してきた。また、東日本大震災により被災した
巡視船艇・航空機、庁舎等の復旧作業を行った。
○　東日本大震災を踏まえ、海上保安庁における防災体
制の強化を図るとともに、これまでに、航路標識の復旧を
行った。

○　航路標識の復旧を推進し、
海上保安庁の防災体制を充実
強化するほか、地方自治体、関
係機関との連携強化を図る。

・航路標識災害復
旧　19百万円【復興
特会】（令和２年度
予算）

○　今後、発生が懸念されてい
る南海トラフ地震、首都直下地
震等の大規模災害に対して、迅
速かつ的確に災害対応が行わ
れること。

（（ⅴ）関係）住宅・建
築物の耐震化

（ⅴ、ⅵ関連）
海上における災害対
応体制の強化



国土交通
省

○　東日本大震災により被害を受けた官庁施設の復旧等
を実施 令和元年度までで事業終了 －

○　東日本大震災により被害を
受けた官庁施設の復旧や改修
等により、国の庁舎等の来訪者
等の安全と災害応急対策活動
に必要な機能を確保。
令和元年度までで事業終了

（xi関連）官庁施設の
耐震化をはじめとす
る防災機能の強化



○廃棄物処理施設整備計画並
びに改正後の廃棄物処理法及
び災害対策基本法が示す方向
性等を踏まえ、災害対応も念頭
に置いた強靱な一般廃棄物処
理システムの確保が図られる。
○一般廃棄物処理施設・浄化
槽の適切な更新・整備を行うこ
とで、地域における安全・安心
を確保し、災害時においても一
般廃棄物処理施設等の処理能
力を確保するとともに防災拠点
として整備することにより、被災
地の迅速な復旧・復興を可能と
する。また、これにより循環型社
会、低炭素社会の推進や健全
な水循環の確保に資する。

○循環型社会形成
推進交付金
（47,000百万円（うち
浄化槽1,000百万
円）の内数）【一般
会計】（令和元年度
補正予算）
（69,676百万円（うち
浄化槽9,613百万
円）の内数）【復興
特会＋一般会計】
（令和２年度当初予
算）
○大規模災害に備
えた廃棄物処理体
制検討・拠点整備
事業
（2,564百万円の内
数）【一般会計】（令
和２年度当初予算）
○浄化槽長寿命化
計画策定推進事業
費
（15百万円の内数）
【一般会計】（令和２
年度当初予算）
○浄化槽リノベー
ション推進事業費
（70百万円の内数）
【一般会計】（令和
元年度補正予算）
（10百万円の内数）
【一般会計】（令和２
年度当初予算）

○平時から地方公共団体レベ
ル、地域レベル、全国レベルで
重層的に災害廃棄物処理シス
テムの強靱化を図るため、①地
方公共団体の国土強靱化対策
の加速化、②地域ブロック内で
の広域的な連携体制の整備、
③全国レベルでの広域的な連
携体制の整備等、具体的な対
策について検討を進める。
○循環型社会形成推進交付金
等を効果的に活用し、廃棄物
処理施設の耐震化や防災拠点
化等を推進する。
○地方公共団体等と十分に連
携しつつ、必要な支援を行える
よう、地域ブロック協議会にお
いて情報共有を推進するととも
に、D.Waste-Netの体制強化等
を進める。
○復興地域の浄化槽整備を促
進するための重点的な財政措
置等により復興支援を実施。

○廃棄物処理法及び災害対策基本法を改正（平成27年8
月6日施行）し、災害廃棄物の処理に関する事務手続の
一部簡素化や一定の要件を満たした市町村の要請を受
けた場合に国が代行処理を行える等の特例措置を追加
した。
○自治体等における災害廃棄物対策への支援を充実さ
せるため、平成27年9月に災害廃棄物処理支援ネット
ワーク（以下「D.Waste-Net」という。）を発足し、平成30年
７月豪雨、令和元年房総半島台風、令和元年度東日本台
風等において被災自治体を支援。
○平成30年３月に「災害廃棄物対策指針」を改定し、自治
体向けの災害廃棄物処理計画策定モデル事業等を実施
し、自治体の災害廃棄物対策を推進。
○平成23年度３次補正予算及び平成24・25・26年度当初
予算において、東日本大震災に起因する災害廃棄物の
処理を進めるとともに、東日本大震災復興交付金（現復
興庁計上）により被災地の復興のための浄化槽整備を支
援。

（xⅲ関連)
災害に強い廃棄物
処理システムの構築

環境省



令和元年度補正予
算の事業として、
・庁舎等の耐震化
554百万円【一般会
計】
・自家発電機の整
備1,302百万円
・津波対策（調査検
討等）18百万円
【一般会計】
令和２年度予算の
事業として、
・庁舎等の耐震化
20,188百万円【一般
会計】
・老朽化対策1,727
百万円【一般会計】
・自家発電機の整
備3,106百万円【一
般会計】
・津波対策（設計費
等）　25百万円【一
般会計】
・広域防災拠点とな
り得る自衛隊の展
開拠点の確保（調
査・調整）　4百万円
【一般会計】

防衛省

○　自衛隊施設の災害派遣活動基盤としての機能を強化
するため、平成23年度３次補正予算から令和元年度補正
予算において、大規模災害等の際に自衛隊による救助活
動や被災者支援活動等の拠点となる自衛隊施設につい
て、
・庁舎等の耐震化
・非常用電源施設の整備
・燃料タンクの整備
・即応部隊保持駐屯地倉庫の整備
・駐機場のかさ上げ等の津波対策
・洗濯・乾燥機材等の後方支援用備品の整備
・災害対処拠点の設備
などの施策を計画・実施している。
○　令和元年度においては、平成30年度予算までで計画
した事業のうち一部を除いて整備が完了している。
○　令和元年度予算で計画した事業についても一部整備
が完了している。

○　大規模災害時の部隊の初
動対処や増援部隊の受け入
れ、各駐屯地・基地等の継続的
な対処能力などの向上を図る。

（ⅴ関連）
災害派遣活動基盤と
しての自衛隊施設の
機能の維持・強化

○　令和2年度予算までで計画
した庁舎等の耐震化、津波対
策などの早期完成及び広域防
災拠点となり得る自衛隊の展
開拠点確保の早期実現に向け
着実に事業を実施する。



(V関連)
防災拠点（災害に強
い施設）の整備
（xi関連）
医療施設等の防災
対策を強化

・自衛隊病院・医務
室の診療体制の充
実のための医療用
備品の整備　1,015
百万円、野外手術
システムの整備
235百万円、ＤＣＳ
（ダメージコントロー
ル手術）訓練用資
材の整備 194百万
円、個人携行救急
品の規格更新 209
百万円【一般会計】
・横須賀病院建替
のための基本設計
105百万円、福岡病
院建替のための土
壌汚染調査 13百万
円、入間病院（仮
称）建設のための
本体及び教育棟等
工事  5,195百万円
【一般会計】
・機上医療訓練シス
テム整備のための
基本設計 55百万円
【一般会計】

○　これらの施策は、基本的に
自衛隊としての防衛力整備上
の必要性から整備するものであ
るが、防災対策の強化・復興施
策、災害派遣等への対応といっ
た面においても、国民の安全確
保に寄与することが大いに期待
される。

○自衛隊病院等で使用する各
種医療器材及び野外手術シス
テムを整備し、個人携行救急品
の規格変更を実施する。
○　引き続き、自衛隊病院の拠
点化・高機能化の一環として、
横須賀病院の基本設計、福岡
病院の土壌汚染調査及び入間
病院（仮称）の建設のための本
体工事等を実施する。
○機上医療訓練システム整備
のための基本設計を実施す
る。

○　自衛隊病院等で使用する各種医療器材、野外手術シ
ステム及び個人携行救急品等の整備を実施している。
○　自衛隊病院の拠点化・高機能化の一環として、横須
賀病院建替の基本検討及び福岡病院建替のための実施
設計並びに入間病院（仮称）の建設工事を実施している。
○　陸上自衛隊衛生学校に整備したシミュレーション施設
を利用し、災害医療分野における外傷対応にも応用でき
る訓練を実施している。

防衛省



防衛省

○　防衛省は、防衛大臣政務官をチーム長とする「東日
本大震災派遣隊員ケア推進チーム」を設置し、災害派遣
活動中のメンタルヘルスケアを以下のとおり強化した。
・　陸上自衛隊では、部隊指揮官等に対するメンタルヘル
ス教育実施のためメンタルヘルス巡回指導チームを宿営
地に派遣するとともに、部隊指導の参考用のハンドブック
を配布、また毎日の活動終了後に解除ミーティング（※）
を実施している。
　※日々のストレスの認識共有による部隊の団結の強化
のため、一日の任務終了後、グループごとに実施
・　海上自衛隊及び航空自衛隊では、護衛艦及び各基地
に精神科医官及び臨床心理士を派遣している。
・　各自衛隊において、継続的にストレス状態を把握する
ため、チェックシートを用いたメンタルヘルスチェックを実
施している。
・　東北防衛局（仙台市）に、防衛医大からメンタルヘルス
ケア専門の医師等を派遣した。
○　派遣後、面談等により隊員の身上を把握し、問題が
ある隊員に対しては、指揮官、カウンセラー、臨床心理士
及び医官などが連携し、メンタルヘルスケアに努めた。

○　隊員に対し自らの心の健康
状態について気付きを促すとと
もに、これを把握し必要に応じ
た心のケア等を行うため、全隊
員を対象としたメンタルヘルス
チェックを毎年実施している。
   この際、災害派遣経験者等
を対象として、トラウマ症状のス
クリーニング方式の検査を実施
し、派遣隊員の心の健康状況
の傾向を把握するとともに、必
要に応じて心のケアを実施して
いる。

○　メンタルヘルス
チェックに係る経費
5百万円【一般会
計】

○　全隊員に対するメンタルヘ
ルスチェックを継続的に実施
し、心の健康状況を把握すると
ともに、必要に応じて、心のケア
を実施することにより、自衛隊
の精強性の維持に寄与するこ
とが期待される。

（ⅱイ関連）
(ⅵ関連)
後方支援（メンタルケ
アや託児支援を含
む）を含む災害対処
能力の向上



（ⅵ関連）
隊員に対する緊急登
庁支援（児童の一時
預かり）体制の整備

防衛省

○　災害派遣等の緊急登庁時において、隊員の子の一
時的な預け先を確保するために、自衛隊の駐屯地等で児
童を一時的に預かる体制を整備している。
○　令和元年度までに、陸上自衛隊の148個駐屯地、海
上自衛隊の20基地及び航空自衛隊の22基地においてベ
ビーベッドや安全マット等の備品を整備した。

○　陸上自衛隊及び航空自衛
隊において、緊急登庁時に児
童の一時預かりを実施するた
めの備品（ソフトブロック、安全
マット等）を逐次整備する。
○隊員に対する緊急登庁支援
の実効性を向上させるため、児
童の預かり訓練を実施する。
○　海上自衛隊においては、部
外で行われている講習会に参
加し、児童を一時的に預かる業
務に従事する隊員へ保育の知
識を向上させるための普及教
育を行っている。

令和元年度補正予
算の事業として、
海上自衛隊
　　・基地における
消耗品の整備　0.4
百万円【一般会計】
　  ・基地における
備品の整備　0.1百
万円【一般会計】

令和２年度予算の
事業として、
陸上自衛隊
　　・駐屯地におけ
る備品の整備　４百
万円【一般会計】
　　・訓練経費　１４
百万円【一般会計】
海上自衛隊
　　・教育用経費
0.02百万円【一般会
計】
航空自衛隊
　　・基地における
備品の整備　４百
万円【一般会計】
　　・営舎維持費
0.4百万円【一般会
計】

○　各自衛隊では、駐屯地等で
整備備品の老朽更新をしていく
ほか、引き続き児童預かり訓練
を実施し、実効性を向上させて
いく。



（ⅵ関連）
原子力、地震、津波
災害への対処能力
の向上

防衛省 ○　各種災害対処における情報通信能力や津波災害等
に対処する救助能力、災害時の初動対処能力の向上な
ど、被災地での今後の活動に即応し得る能力を充実する
ための事業等に係る経費を計上した。

○　令和元年度補正予算及び
令和２年度予算にて計上した
装備品等について、着実な執
行を図り、災害対処能力の向
上を図る。

令和元年度補正予
算の事業として、
○自衛隊の災害対
処能力の向上等
　・化学防護衣［300
組］60百万円【一般
会計】
　・装輪車両の整備
［239両］1,584百万
円【一般会計】
　・施設器材の整備
（油圧ショベル等）
498百万円【一般会
計】
○令和元年８月の
前線に伴う大雨に
係る災害派遣活動
　・施設器材の整備
（渡河ボート等）［3
式］5百万円【一般
会計】
　・その他（戦闘服、
戦闘靴等）64百万
円【一般会計】
○台風１５号被害・
活動関連
　・施設器材の整備
（油圧ショベル等）
66百万円【一般会
計】
○台風１９号被害・
活動関連
　・装輪車両の整備
［7両］75百万円【一
般会計】
　・施設器材の整備
（油圧ショベル等）
99百万円【一般会
計】
　・その他（ＣＴ診断
車等）103百万円
【一般会計】
（次頁へ続く）

○　原子力、地震、津波といっ
た災害に際し、迅速かつ効果的
に対処するために必要な自衛
隊の装備・器材等を充実するこ
とによって、国民の安全・安心
の確保に万全を期す。



防衛省

（ⅵ関連）
原子力、地震、津波
災害への対処能力
の向上

令和２年度予算の
事業として、
○自衛隊の災害対
処能力の向上等
　・輸送ヘリコプター
（ＣＨ－４７ＪＡ）の取
得［3機］　22,788百
万円【一般会計】
　・ＵＨ－６０Ｊの取
得[3機]
15,568百万円【一般
会計】
　・０７式機動支援
橋の取得［1式］
1,201百万円【一般
会計】
　
○原子力災害等へ
の対処能力の向上
のための事業
　・除染セット等（除
染車、ＮＢＣ警報器
等）　2,319百万円
【一般会計】
※　金額は、装備品
等の製造等に要す
る初度費を除く。



防衛省

○　多くの自衛官は若年で退職することから、防衛省では
退職自衛官の再就職を援助するための施策を幅広く実施
してきた。
○　その一環で、自衛隊との連携の強化及び地方公共団
体の危機管理能力の向上に繋がる施策として、従来から
退職自衛官の地方公共団体の防災関係部局への再就職
を進めてきたところ、そのような退職自衛官が東日本大震
災での各種対応において専門的見地から寄与したことを
踏まえ、地方公共団体に対する退職自衛官の再就職の
援助を更に強化することとした。
○  令和2年3月31日現在、各都道府県及び市区町村の
防災関係部局に勤務する退職自衛官は575名であり、平
成22年度末に比して391名の増加となっている。（内訳
は、令和2年3月31日現在、47都道府県のうち46都道府県
に計102名、全国1788市区町村のうち398市区町村に計
473名）

○　退職自衛官の地方公共団
体への再就職に関しては、現
在、ほとんどの各都道府県庁
に採用実績があるが、全国的
には市区町村において採用が
少ないため、市区町村に対する
退職自衛官の採用に関する働
きかけを強化し、退職自衛官の
採用を促進する。
○　退職予定自衛官に対して
行っている防災・危機管理教育
を引き続き実施する。(受講枠：
375人)
　
（事業参考資料）
http://www.mod.go.jp/j/approa
ch/others/syusyoku/taishoku/
joukyou.html

・防災・危機管理教
育　43百万円【一般
会計】

○　退職自衛官の防災関係部
局への再就職により、災害等発
生時における地方公共団体と
自衛隊との連携強化及び、平
時の防災計画策定への退職自
衛官の参画による地方公共団
体の災害対処能力の強化が期
待される。

（ⅵ関連）
防災関係部局への
退職自衛官の配置
を通じた地方公共団
体との連携強化によ
る災害対処能力の
向上



（vi関連）
放射能汚染環境下
で使用できる装備品
の研究開発

防衛装備
庁

○ CBRN※汚染環境下において、自衛隊が情報収集、が
れき処理や警戒監視等各種作業を実施するため、①遠
隔操縦可能な無人施設作業重機や②除染性に優れた防
護マスクについての研究事業、③CBRN汚染された人員
等の除染に必要な除染能力を向上した装置の開発事業
を23年度３次補正予算に計上した。平成23年度から平成
27年度にかけて試作品の製造及び性能確認試験を実施
した。このうち、無人施設作業重機については、複数車両
等からの情報統合による環境認識性能向上のため、平
成28年度から令和元年度まで試作品の製造を実施し、令
和元年度から性能確認試験を実施している。
○ CBRN汚染環境下において屋内等の狭い空間に進入
しての偵察任務に使用する遠隔操縦式の小型偵察無人
機と、CBRN汚染の脅威に対処するため、有害物質の大
気拡散を予測・評価し、汚染発生エリアを推定可能とする
システムについての研究事業を平成24年度予算に計上し
た。小型偵察無人機については、平成24年度から平成28
年度に試作品の製造及び性能確認試験を実施した。ま
た、汚染の拡散予測・発生エリアの推定システムについ
ては、平成24年度から27年度まで試作品の製造を実施
し、平成26年度から令和元年度まで性能確認試験を実施
した。
※CBRN： Chemical、Biological、Radiological、Nuclear（化
学、生物、放射線、核）

○  無人施設作業重機の環境
認識性能向上のための研究に
ついては、試作品が完成し、市
街地及び不整地環境における
性能確認試験を継続している

・CBRN汚染環境下
での複数無人施設
作業重機の環境認
識向上の研究　114
百万円【一般会計】

○  無人施設作業重機の研究
については、走行・作業エリア
の目的に合った俯瞰表示及び３
Ｄ地図作成並びに広域での障
害探知を可能とし、遠隔操縦に
よる走行及び各種施設作業の
効率化を図る。
○  CBRN汚染の拡散予測・発
生エリアの推定システムの研究
については、屋外の都市構造
物及び地形並びに気象の時間
変化を考慮した化学剤等の大
気拡散を模擬し、気象データ及
び複数の外部センサの検知結
果に基づく発生源の推定エリア
算出を可能にする。



防衛省

○　震災時には各省庁等が現地対策本部等において情
報共有を行い、連携して救援活動を実施しているところで
あるが、現場レベルにおいて不測の事態に必要な情報共
有を行うための手段として、連絡や情報データ伝送が可
能な防災無線機を平成23年度補正予算にて整備した。ま
た、異種無線機との通信が可能な拡張性を有し、野外に
おいて、関係機関と現地部隊、現地部隊相互間の通信が
可能な野外通信システムを平成23年度補正予算から整
備した。
○　海上自衛隊と海上保安庁との通信連携のため、相互
に通信可能な無線機を平成23年度補正予算から整備し
たところ。平成27年度末時点において、艦艇用無線機の
整備が終了した。

○　関係機関との具体的な通
信の連携要領については、今
後も、各種訓練の場を通じて検
討を行っていく。

－

○　関係機関との通信の確保
により、現場間での情報共有が
図られ、各種場面における連携
強化に資するものであり、より
円滑な災害活動が期待される。

（ⅵ関連）
自衛隊と関係機関と
の情報共有のため
の通信の確保



防衛省

○　平成24年度において、アジア太平洋地域における大
規模災害発生時の後方支援の拠点について、地理的な
優位性を踏まえ、我が国の南西地域に設置することを重
点的に検討するため、南西地域を対象として、既存施設
の現況等調査を実施した

○　令和2年度以降、現況等調
査結果を踏まえ検討

-

○　人道支援・災害救援のため
の後方支援の地域的な拠点を
日本国内に設けることにより、
防災・減災の分野で国際社会
にも積極的に貢献を図る

（ⅶ関連）
地方公共団体が策
定する防災計画への
自衛隊の積極的な
参画と防災訓練への
参加

防衛省

東日本大震災の教訓を踏ま
え、自然災害への対応に加え、
原子力災害等への対応を強化
するため、各種訓練や演習を
令和２年度においても継続して
実施する。
　また、今後も引き続き、地方
公共団体などと平素から連携
を強化し、地方公共団体の策
定している防災計画に、自衛隊
の災害派遣活動の役割や連絡
体制などが適切に記載され、迅
速かつ的確に自衛隊が災害派
遣を行えるよう積極的に働きか
ける。
　同様に円滑な災害派遣活動
を行うため、地方公共団体や関
係機関及びNPO、NGOなどの
民間組織が一体となった地震、
水害などを想定した災害対処
のための各種共同訓練に自衛
隊が積極的に参加するととも
に、より一層、実効性を確保す
るため、関係機関等が連携した
訓練となるように努める。
　さらに、防災訓練等を通じ、各
部隊等が保有する資機材等を
使用した救援活動等について、
関係機関及び在日米軍と共有
を図る。

（ⅷ関連）
地域の人道支援・災
害救援分野の後方
支援の拠点の設置

○各地方公共団体などが開催する防災訓練に積極的に
参加し、関係機関等との連携強化に努めた。
○都道府県及び市町村の防災会議の委員として自衛官
を配置し、地域防災計画の作成に関する調整を実施し
た。

原子力災害を含む
災害に対応する訓
練等　　749百万円
【一般会計】

○地方公共団体の防災計画に
おける自衛隊の役割の明示と
救援活動に係る地方公共団体・
関係機関等との共同訓練の連
携の強化・構築を図る
○災害時の関係機関の役割分
担の構築及び、自衛隊の災害
派遣時における円滑な救援活
動の実施を図る


